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午前９時13分開議 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

 本日の一般質問を行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（安永 友行君）  日程第１、一般質問。 

 質問は通告順に行います。 

 １番目の通告者、８番、大庭澄人議員の発言を許します。８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  改めましておはようございます。私きょう、２件の通告をしてお

りますが、１件目は以前より質問してまいりましたことを、なかなか理解得られず、まとめて再

度という形でございます。 

 以前から質問いたしておりますが、なかなか理解を得られず、不満等を町民からも耳にいたし

ており、町長の行政の判断基準というものをまず、問いたいと思います。 

 また、そういう意味で、一方ではいろんな面で、今まで議会等を見てみますと予算化がされて

おり、また、片方では、悪い言い方ですが、目をつぶっているというような、そういう手法に対

して、なかなか私も理解をすることができませんので、再度しております。 

 町民の要望にはさまざまな要望があると思うんですけど、生活に直結するものから考慮すべき

と、私は考えております。その中でも、やはり前から申しますように、県道にたくさん車が通っ
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ており、特に大型自動車等も行きかいしており狭いので、やはり歩道を付けて、そこの住民の安

全を図るという、歩道が有飯のところまではきれいなのが付いておりますけど、それから上は部

分的な歩道しかありません。それで、やはりこれは町の仕事ではないと言いましても、やはり県

にはそれなりの申し入れなりを町としてすべきと思い、あの道にはやはり、自転車で最近すごく

通勤者がおられます。外国の方もおられ、なかなか日本の交通ルール等も理解できてないと思う

んですけど、やはり危ない面が多々あります。さっきのような事故が起きる前に、やはり、事前

処置として早急に歩道というのは付けるべきだと思います。 

 今、部分的に、片側、路肩の部分を補強工事等をしておりますが、あまり意味のないと言うた

らあれですけど、歩道を付けることに予算を、同じお金を使うんだったらやはり歩道を、ぜひ付

けるべきと思い、質問させてもらいます。 

 次の、一級河川である高津川の流域の、特に部分的ではありますけど、竹やぶ、竹がものすご

く生えていて、要は自然環境を守るという観点からどうかなという意見もありますけど、自然と

いうのは、やはり住民と調和がとれているべきと思いますので、竹やぶというのは、これも町の

あれじゃないかもしれんですけど、やはり何とか町として方向性を出してすべきではないかと思

うんです。その辺で、きちっと、そのまま放置するというのは、やはりそこに住んでいる人も陰

気くさいような気もするし、ぜひ、それは町としての方向性を出していただきたいと思います。 

 あと、住宅の整備ですけど、これもなかなか理解を得られず、今までの住宅を町がつくってや

るという方法以外にも、いろんな建売住宅を町がつくって、住民に買っていただくとか、そうい

った方法、いろんな方法があると思うので、そこら辺のことも考えて、やはり今、言いましたよ

うに住む環境を整えて、そこに人を集め、そしてそのためには住宅も必要という観点からも、ぜ

ひ、考慮をすべきと思います。 

 あと、下水道の件なんですけど、前回も申しましたが、下水道が整備されている地区とそうで

ない地区とがあり、前回だったと思うんですけど、町長が費用対効果ということを使われて、費

用対効果で判断されると、やはりそこに住んでいる人間というのは、人口密集地でない限りはな

かなか予算が回ってこないというような、そういったものに関連してくるので、やはり費用対効

果等で判断されるのはどうかと思います。 

 なかなか下水道というのはお金もかかるしあれでしょうから、前も申しましたように、排水路

を整備して、やはりそこに浄化槽をつなげていくという、そういった方法を早急に、ぜひ、すべ

きと思うんですけど、今、どう言うんですか、私ども住んでいるところも、地下浸透であり、町

のあれでもある集会所も地下浸透という方式をとっております。そういう地下浸透が高津川が日

本一清流だといって自負しているんですから、地下浸透による、上方の流域から汚染されるとい

うことは、やはり早急に対応すべきで、合併浄化槽などを普及して、そしてきれいな水を流すと
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いう、そういう観点からもぜひ、考慮いただきたいと思うんですけど。 

 それで、そういった必要不可欠な行動、緊急性を要し、今後、行動を起こすか起こさないかで、

そこに住む地域住民の生活環境というのが大きく様変わりし、そこに住む人、環境は余儀なく左

右され、満足度も変わることになります。費用対効果、人口密度などにより予算措置が左右され

るということのないように、そこの住む住民の存在価値を否定されることのないように、住民の

切実な生き残るための基本的な要望であるので、ぜひ、理解され、誠意ある御答弁をお願いした

いと思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、大庭議員の環境整備の実現をということにつきまして、お答

えをさせていただきたいと思います。 

 まず、社会資本、いわゆるインフラの整備につきましてお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 道路関係のハード面の整備につきましては、本年の３月の一般質問でも答弁させていただいた

とおりでございますが、県事業であります県道の歩道設置や河川整備等、これは先ほどお話はご

ざいましたが、当然、河川の中の立木も含めてということになろうかと思いますけど、このこと

に関しましては、毎年１回鹿足郡の土木協会を通じて島根県へ要望しているところでございます。

必要な箇所、また緊急に対応しなければならない箇所等につきましては、引き続き要望に努めて

まいりたいと思います。 

 また、下水道の整備等におきましては、新たな事業拡大は計画しておりませんので、下水道事

業の対象外地域については、合併浄化槽の設置を進めてまいりたいと思います。合併浄化槽につ

きましては、市町村設置型と個人設置型がございますが、後ほど１１番議員のほうからも、同様

の御質問があるようでございます。そちらのほうでもお答えをするわけでございますが、市町村

設置型につきましては、経費負担等の関係で、導入は現在のところは大変厳しい状況にあるとい

うふうに考えておりますで、当町の場合は個人型の合併浄化槽の設置推進について、促進を図っ

てまいりたいというふうに考えております。 

 次に、公営住宅の整備についてでございますが、これまでの議会においてもお答えをしており

ますように、平成２８年度に策定いたしました第２次吉賀町公営住宅長寿命化計画によりまして

整備を行っているところでございます。この計画は、５年で見直すこととなっておりまして、計

画内では昭和５０年前後に建設された沢田中原団地、そして七日市新横立団地の建てかえを計画

をしているところでございます。計画期間中の見直しも可能ではございますが、定住を目的とす

るためには地域優良賃貸住宅のような所得によって家賃が変わらない住宅、こういったものが必
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要になると考えております。 

 しかし、部屋数、機能を考えますとどうしても家賃がかなり高くなると思われます。この制度

を活用しまして平成２６年度に試験的に七日市団地５戸を建設をいたしました。定住を希望され

る方が新居を構えるまでの間のつなぎを目的としたコンパクトな建物となっております。ここの

家賃は現在７万５,０００円でございますが、７年間家賃を２万円引き下げる措置でございます。

建設時にこのモデルの効果を検証し、今後の公営住宅整備につなげていくというものでございま

す。 

 現在の入居者は、今４年目を迎えております。ことしを含めましてあと４年間しか、先ほど申

し上げました家賃の軽減措置がないわけでございます。この団地の効果についての検証、この措

置の終了する前のところで行うということになろうかと思いますが、検証を行った後に計画の見

直し等を検討する予定でございますので、御理解を賜りたいと思います。 

 今、申し上げました七日市団地の検証の結果、地域優良賃貸住宅等が有効であるというような

判断に至れば、住宅の新築を進めてまいりたいと思います。なお、その際の建設場所といたしま

しては、以前、議員のほうからも御質問等ございました蔵木の重則地区の旧生コンの工場跡地、

町有地でございますが、こちらも建設予定地、候補地の一つとして検討させていただきたいとい

うことを申し上げておきたいと思います。 

 次に、災害防災対策についても触れておきたいと思います。 

 ３月の定例会で、一般質問の中で河川の水位計の設置についての御質問をいただいたところで

ございます。この件につきましては、以前より島根県に対し水位計を設置するよう強く申し入れ

を行ってきたとこでございますが、今回、島根県から簡易水位計の設置についての打診があった

ところでございます。詳細が明らかになっておりませんので、きょうのこの場でどういったもの

という具体の話はできないわけでございますが、県への要請活動が通じまして、今回、嬉しい御

回答もいただいたということでございます。引き続き、そういった要望等がございましたら積極

的に打診等してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、最後に予算措置の判断基準について、お答えをさせていただきたいと思います。 

 事業につきましては、さまざまな資料を持ちいながら執行していることは御承知のとおりでご

ざいます。その資料には住民の生命に及ぶ、危険に及ぶ緊急度の高いもの、こういったものを当

然優先していくわけでございます。人口とかという意味ではございませんが、費用対効果、こう

いったことも当然、この指標の中に含まれるということは御理解を賜りたいと思います。 

 さらに、法令や条例に定められた条件により、制限がかかることも当然あるわけでございます。

しかしながら、偏った行政を行っているということは一切ございませんし、町民の皆様の福祉の

向上のために、そしていつまでも住み続けたい吉賀町の実現に傾注してまいりたいと思いますの
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で、御理解を賜りたいと思います。 

 今、申し上げましたことにつきましては、本年の３月の定例会の一般質問の中におきましても、

同じく議員より、あのときは地域集中整備計画についてという主旨の御質問だったと思いますが、

その中で繰り返しになりますが、私のほうからこういった内容でお答えをさせていただいており

ます。 

 そのときは蔵木地区内のインフラ等についてで、限定してのお話であったかと思います。そう

いったこともございましたので、そのときには今申し上げましたように、決して目を背けている

わけでございません。全町的なバランスや緊急度による優先順位などを考慮して対応していると

いうことを御理解賜りたいと思います。こういった内容の御答弁もさせていただいたところでご

ざいまして、この言葉に尽きると思います。 

 議員がおっしゃられるように、町民の皆様の御要望は、非常に今、多岐にわたり多様化してお

ります。しっかり御要望を受けとめていくわけでございますが、その御要望を１００％、あるい

は直ちに実行できない事情があるということも御理解を賜りたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  なかなか、部分的には前向きな御答弁いただき、よかったと思う

んですけど、まず、県道の歩道の件なんですけど、毎月なんですか、毎年じゃなくて毎月１回、

年１回ということですか。年１回のペースで県と話し合いという、そういったペースで、どうい

ったことが県のほうから言われているのか、そこの辺が全くわからないんですけど、やはり先ほ

ど言われましたように緊急性を要するという面に関しては、やはり人身事故が起こるというのは

いつ起こるかわからないと。そういうところでは、かなり緊急性を要しておると思っております。

その辺で、年１回ならやはり強く要望していただかないと、なかなか前に進まないと思いますの

で、その辺は町の努力を期待するところであります。 

 あと、下水の件なんですけど、町の浄化槽というのは困難であるというようなことで、個人の

浄化槽を進めるということでしたが、やはり個人浄化槽つくっても、その排水をどこに持ってい

くかということで、地域の住民はすごく困っているわけなんです。やむを得ず地下浸透という形

になっております。 

 その地下浸透しなくてすむような方法として、排水路をつくっていただくという、そういう要

望なので、ぜひこれは今、建設業界もなかなか仕事がないというようなことも、よく耳にします。

そういった意味でもやはり、どの業界もなかなか厳しいのは厳しいんですが、やはりそういった

環境整備の面でもすごく大事なことであり、ぜひすべきと思うんですけど、その辺をちょっとお

願いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 
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○町長（岩本 一巳君）  先ほども申し上げましたが、なかなか１００％いい御回答ができないと

いうのは、大変心苦しいわけでございますが。 

 再度お話のございました、１点目は県道への歩道の設置のことでございます。要望活動は公で

要望活動を郡で行いますのは、年に１回でございます。当然、そのときには関係をする皆さんと

御一緒に県庁へでかけて知事、それから土木部等々を初め、関係機関のところへ、強く強く要望

をさせていただいているということは御理解をいただきたいと思います。 

 正式な郡の土木協会としての要望は年に１回ではございますけど、日常的には当然、行政と出

先の土木事業所、あるいは県土整備事務所もございますので、連絡をとって、そういったことの

情報はお伝えをさせていただいているところでございますので、そういったことが蓄積をされて

年に１回の要望活動にもつながるということではないかというふうに思います。 

 それから、１回要望すれはすぐ県のほうで予算が付いて事業ができるということでも、なかな

かこれもないわけでございまして、以前、お話もさせていただきましたが、役場の隣にあります

鹿足河内川の河床掘削も県のほうへ毎年毎年お願いをさせていただいて、３年越しでどうにか今

の状態、部分的にではございますけど福祉ゾーンからこの本流へ合流するところまでですけど、

これも３年越しでございます。そういった状態で県の限られた予算の中で、どこのエリアに予算

配分をするか、それじゃあこの津和野管内に予算配分をしたものを、じゃあ津和野、この管内の

吉賀町と津和野町のどの箇所へ県が事業を当てていくかという選択になるわけでございますので、

少しでもその優先順位を上げていただけるような要望活動をしっかり、これからもやっていきた

いというふうに思っております。 

 それから２点目の下水の問題です。個人型の合併浄化槽の促進を図っていきたいということで

申し上げました。個人型の場合も市町村設置型の場合も分担金なり使用料なり、そういったこと

で当然、経費がかかってくるわけでございますが、問題は排水の問題というお話もございました。 

 排水は以前もお答えをしたと思うんですが、住民の皆さんの財産の、いわゆる畑とか道もあろ

うかと思いますが、その中へということになりますと、財産をいらうということになる。なかな

かそれを行政のほうでということは非常に難しい問題でございます。技術的なところで助言等が

できるものであれば、当然その御相談には応じる準備はあるわけでございますので、お気軽に建

設水道課なりにお問い合わせをしていただいたらというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  まず、県道の件なんですけど、今言うてすぐにはならんというの

は、それはごもっともな御意見なんですけど、この要望というのは、私が初めてしたのか、それ

とも以前が出ていた問題か、そこら辺をちょっとお伺いしますが。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 
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○町長（岩本 一巳君）  県道の改修は、これは以前から要望がございましたので、そのような要

望もさせていただいております。それに基づいて、これまでも六日市側から歩道の整備等をさせ

ていただく、それから現在やっている御紹介のありました路肩を少しいらうような工事も含めて

なんですけど、これもこれまでの要望活動に基づいて県のほうが予算措置をしていただいて、今、

事業着手をしていただいているというふうに認識をしております。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  要望が前からあったということであるので、やはりいますぐのあ

れではないと思うので、早急に、いい方向になるように努力していただきたいと思います。 

 あと、下水の件なんですけど、やはり、今、町長が言われるのは、他人の土地だからいらわれ

ないとかそういった、それは個人、私どもにとっても同じであって、他人の下をくぐるというこ

とはなかなか難しい問題であり、そこら辺をどういうふうに問題解決をするのか、もうこのまま

地下浸透でいいんですよと言われるか、そこら辺のことをちょっとお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今、議員がおっしゃられるようなことを追認しているわけではございま

せんで、少しでも御利用がいただける、それから設置をしていただけるような方策は当然、考え

ていかなければならないわけでございますので、またそういったところの意見集約ができるよう

な場ができれば、課のほうも出向いていくわけでございますし、それから先ほど申し上げました

が、皆さんの、仮に財産をいらうということになれば、当然、そういった御了解もいただかなけ

ればならないということでございますので、いろいろそういったところ、お互いに意見を出しな

がら、どういった方法がいいかということは、これからも当然、引き続いて検討させていただく

準備はございます。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  今後、検討していくということで、私どもも地域住民と検討して

いこうと思っております。 

 あと、河川の竹やぶの件なんですけど、あの辺はどう思われますか、自然自然といっても、あ

れはただの原始林というのは言い過ぎかもしれんですけど、何もできない状態の放置している、

ただの藪なんですけど、そこら辺はやっぱり、今度「高津川」というタイトルの映画がつくられ

るということもお聞きしたんですけど、そういった面でもやはりなかなかあそこの画面を見ると、

「ええ、これ高津川」というような感じもあるし、やはりこれはどうにかすべきとは思うんです

けど、どのように思われるでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  一級河川高津川でございますので、島根県さんなり国なりがどういうふ
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うに御判断をされるかということになろうかと思います。 

 それから、この上流でなくて中流域、特に柿木の大きい川幅になっても、あの川の中へ大きな

立木といいますか、植生をしているわけでございますので、町内を貫流する高津川全域について、

河川の中の立木対策については、やはり県のほうへしっかり要望させていただきたいと思います。 

 それから、特に上流域で、恐らくここまでが川、ここからは川ではない、要するにはっきりし

た堤防とかがないもので、その境さえもわからないというお話だろうと思いますけど、これもや

はり県のほうがどういったスタンスなのかということは、当然またお話もさせていただきたいと

思いますけど、いずれにしても、私どもの管理でない部分でございますので、現状お伝えをさせ

ていただきながら、また先ほど申し上げました鹿足郡土木協会とか、そういったところへお話を

いろいろ出して、御協議をいただくように努めてまいりたいと思っております。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  ぜひ、県のほうには現状を強く報告をしていただきたいと思いま

す。 

 それと、住宅の件なんですけど、七日市にお試し的につくって、家賃を７万５,０００円を

２万円下げて５万５,０００円ですか。それでまあ試験期間を設けてやっているということで、

それがうまくいけばということですが、その辺はちょっと私も行ってみてないのでと何とも言え

ないんですけど、ぜひ、いいことになるようにと思っております。 

 また、あと水位計の件ですけど、これもやはり命にかかわる大事な問題ですので、設置すると

いうことですので、ぜひ、早いことを設置できるよう期待するところであります。 

 この間の件に関しては、これで質問をちょっと終わりまして、次の質問で有害鳥獣についてと

いうことでありますが、これは有害鳥獣といってもいろんな有害鳥獣がおるわけなんですけど、

特に農家にとって被害が著しいのが熊と、今言うサギ、あるいはタヌキ、そういった部分なんで

す。タヌキはハウスなんかのマイカー線をどういうものか、必ず切って歩くという、それがタヌ

キ。あと、汚い言い方ですけど、一カ所にふんをだっとするという、そういったこともかなり嫌

な思いをしています。それはタヌキのあれなんですけど、あと熊なんかも、前回もしましたよう

に、やはり出没報道が何回もされておると、やはり以前、去年でしたか、彼岸花が咲くころに、

あの付近に熊が出ましたという報道があり、ああいうことも、ちょうど彼岸花で観光客が来てお

るさなかにそういうことがあり、やはり観光客としてもなかなか、ええというようなこともある

と思うので、熊に関しては行き先を設置する、何かあれを付けて調査をしていると言われました

が、そういう段階ではないと思うんです。 

 それで、あとサギに関してはせっかく植えた苗を踏みちらかす、サギも賢いんかなんか知らん

けど、苗の上を歩くんです。自分の体重がかからんように。せっかく植えた苗がだめになるとい
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う、そういった被害も今、段々苗が大きくなったんで、今はあんまりですが、やはりおそく植え

た方は被害が増しておりますので、その辺についてなんですけど。 

 農家の営農意欲をそぎ、有害鳥獣は現在、産業課に有害鳥獣対策員を配置しているとお聞きし

ているんですけど、いつから配置されて、その成果とまた、今後の方向性等をお伺いしたいんで

すけど。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、２点目の有害鳥獣についてお答えをしたいと思います。 

 鳥獣対策専門員につきましては、平成２８年６月から１名配置をしております。採用した方は

島根県の西部、農林振興センターの益田事務所の鳥獣対策専門員として、９年間、鳥獣対策に従

事をされまして、行動調査、研究、効率的な捕獲活動の指導に当たっておられた方でございます。 

 現在、全国的に鳥獣対策への専門知識を持った人材が必要とされておりまして、鳥獣対策専門

員の自治体への配置が進められております。しかし、専門知識を持つ人材が不足しておりまして、

募集を行っても配置することができないのが、全国的な現状のようでございます。こうした中で

ございますが、島根県では各合同庁舎ごと、それから石見部の自治体といたしましては、浜田市、

益田市、本町吉賀町に配置をされているということでございます。 

 鳥獣対策は、原因の把握、調査、侵入防止柵の設置、追い払い活動、捕獲活動というふうにな

ろうかと思います。農作物被害防止については、まずは農業者みずからができ得る対策が重要と

なります。今後は、捕獲従事者の減少が進み、捕獲活動に頼った対策はできない状況になると推

測されますので、本町では従前から行っておりますが、地域ぐるみの鳥獣対策を推進しておりま

す。農業者、地域がみずからできる鳥獣対策を推進することによって、完全に鳥獣から農地を守

ることは不可能でございますが、被害を軽減、減少するということはできようかと思っておりま

す。 

 鳥獣対策専門員による集落分析、農業者への研修、被害減少への方法、集落活動での対策助言

を行っております。あわせて、狩猟者による捕獲活動を行っております。行政、地域住民、捕獲

従事者のそれぞれの役割を発揮し、協力して対策を進めることが鳥獣被害対策では重要かと思っ

ておるところでございます。 

 幾つかの地域では、集落活動が既に実施をされております。活動がなされている地域、集落で

は大幅に鳥獣被害が減少しているというふうに聞いておるところでございます。このように専門

員の配置による成果は大変大きいものと認識をしております。ぜひとも、この専門員を十分御活

用いただくためにも、集落活動の一環として鳥獣対策に取り組んでいただくことをお勧めをいた

したいと思います。今後も、専門員を配置しながら地域ぐるみの鳥獣対策を講じてまいりたいと

思っております。 
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○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  鳥獣対策については、地域ぐるみでやるのが本筋であろうという

ような御答弁なんですけど、地域で特にサギに関して申しますと、何分空を飛んでいるものであ

りまして、戦時中の米軍に対して竹やりを持って応戦するというような、そういう感じでありま

して、なかなか追い払うと近くの山に行って木にとまって様子を見て、私どもが去るとまた下り

てくると。それの繰り返しなんです。 

 それで、あと魚釣りの糸なんですか、そういうなんをはっている方もおられるんですど、やは

りはっていてもそこの下に入ってくると。中には、羽をからませて、そこでぐちゃぐちゃに苗を

一緒に、あがいてなっている、そういう現状もあります。そういったこともあって、なかなか地

域でやるというのは難しい、花火で追っても、さっき言うたように、すぐにその場は逃げるけど、

また帰ってくると。 

 鳥獣対策員というのがおられるというんだったら、そういうサギの性格とか、そういうなのも

全て御存じと思うんですけど、そこら辺も含めてどういうふうにすべきかということを住民に知

らせてほしいんです。私どもおるんかちゅうぐらいで、それこそ費用対効果じゃないんですけど、

そんな人がおられるんやったらもっともっとやってほしいという、そういう要望がすごく強いん

です。そこら辺のことをぜひ。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  専門員のことにつきましては、行政といたしましては、事あるごとに、

特にことしも自治会長会議でも産業課長のほうからお話もさせていただいておりますし、広報等

でしっかり広報はしているつもりでございますが、まだまだそれがやっぱり足りないのかなとい

うふうに思っております。広報をやっぱり周知をしていくということは、引き続き努めてまいり

たいと思いますし、また住民の皆さん、地域の皆さんもお困り感があるときには、遠慮なく産業

課のほうへ電話なり、出向いていただいて、御相談をしていただいたらなというふうに思います。 

 サギのお話もございましたけど、被害を１００％完璧に抑えるというのはやはり、今の現状で

は難しいかと思いますが、それをやっぱり少しでも最小限に食いとめるということはできるわけ

でございます。今、産業課の中で特に専門員を中心にやっておりますのは、地域ぐるみでという

ことで、昨年前のところでも幾らかの集落にはでかけていって、地域ぐるみでその対策を講じて

いただいて、大きな成果を上げているところもあるわけでございますので、そういった事例もい

ろいろお話を聞いていただきながら、産業課にも配置をしております。専門員をしっかり有効に

活用していただくようにお願いを申し上げておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  そういう空を飛ぶような鳥なんかに、対応するのはなかなか厳し
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いということは私も重々承知しておりますので、今後、産業課とも相談をしていい方向になるよ

うに努力はしていこうと思っております。 

 これで、私の質問は終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、１番目の通告者、８番、大庭議員の質問が終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  ここで１０分間休憩します。 

午前９時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時00分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 ２番目の通告者、５番、中田議員の発言を許します。５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  ２番目の、５番議員の中田元でございます。本日は、２問通告し

ております。よろしくお願いいたします。 

 まず、第１問目に学童保育についてということで質問をさせていただきます。学童保育と呼ば

れる放課後児童クラブ条例には、「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等に

より昼間、家庭にいない者につき、家庭、地域等との連携のもと、発達段階に応じた主体的な遊

びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の

確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行わなければならない」と

あります。 

 地方自治体などが放課後に預かり、生活面での世話もする厚生労働省の事業で有料であります。

吉賀町においては、平成３２年３月３１日まで無料となっております。しかし、学童保育は、保

育園と違って開設期間は４月１日から翌年の３月３１日までの期間、日曜日及び国民の祝日に規

定する休日並びに８月１３日から８月１６日まで及び１２月２９日から翌年１月４日までの期間

は除くとあります。前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは開設日を変更する

ことができるとあります。開設時間は小学校の開校日は午後１時３０分から午後６時３０分、休

校日は午前８時から午後６時３０分までとしております。現状として、柿木学童で２カ所、七日

市学童、朝倉学童、六日市学童、蔵木学童の６カ所にて事業を展開しているとのことでございま

す。 

 このようなことから、まず１点、町内の児童クラブの定員と利用状況をお尋ねいたします。 

 ２点目として、吉賀町子ども子育て支援計画の中に施設整備のことが掲げてあり、手狭だから

１校区の中に２事業所となっておりますが、今後、どのような受け入れ態勢を整えていくかお考

えを伺います。 
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 また、小学校の生徒数は年々減少傾向にありますが、保護者の就労の多様化、長時間勤務等の

影響により、家庭での保育機能が減少し、年々利用率が高まっているとのことでございます。こ

のようなことから、保護者の方から私に日曜日、祝日も学童保育事業を開設できないものだろう

かという相談がありましたので、学童をお待ちの方数人に声かけをしてみました。そうすると三

交代制や休日勤務などがあるので、放課後児童クラブが休日等に稼働すれば大変助かりますとい

う声がほとんどでございました。こういったことから、日曜、休日の開設についてニーズはある

のではないかと考えますが、執行部のお考えと条例の改正を望むところでございます。こういう

施策が吉賀町まちづくり計画でうたっている、安心して出産、子育てができる環境づくりの推進

ではないかと考えます。 

 先ほど申しましたが、６つの事業所全部で日曜あるいは祝日は開くというのではなくても、町

内１カ所でもこういうふうな事業所が開設できると大変助かるというような声もありましたので、

申し添えておきます。 

 以上、学童保育の開設についての質問でございます。よろしくお願いたします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、１点目の質問でございます。学童保育につきましてお答えを

させていただきたいと思います。 

 吉賀町における放課後児童クラブにつきましては、５つの小学校区で事業実施をしております

が、利用者の増加によりまして３カ所の校区、これは六日市小学校、七日市小学校、そして柿木

小学校でございますが、この３つの校区においては低学年と高学年に分けて運営しておりまして、

直営が６カ所、委託が２カ所、これは六日市保育所と七光保育所でございます。計８クラブで利

用料については無料ということで運営をしているところでございます。 

 まず１点目の質問でございますが、各クラブの定員数につきましては、施設の規模等にもより

ますが、蔵木と朝倉については、それぞれ１５人、六日市、柿木第一、柿木第二はそれぞれ

３０人、七日市は４０人、それから委託をしております六日市保育所、七光保育所につきまして

はそれぞれ３０人となっておりまして、吉賀町全体では２２０人の定員数となっているところで

ございます。 

 また、利用状況についてでございますが、町内小学校児童２２１人のうち、６月１日時点の登

録者数が合計で１６１人となっております。そのうち実際にこの制度を利用されておられます児

童数は４月が１４１人、５月が１３４人という実績でございます。小学校児童数全体の約６割、

登録者全体でも約８割から９割の方がその利用者となっているという状況でございます。 

 次に、２点目の質問でありますが、第一期吉賀町子ども子育て支援事業計画におきまして、既

存施設の活用や新たな施設整備の検討も掲げているところでございますが、利用者が増加してい
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た放課後児童クラブにおいては、新設ではなくて民間保育所への事業委託や地域の既存施設等を

活用したサービスを展開するよう工夫をしているところでございます。 

 今後も、このように新たな施設整備を前提とするのではなくて、利用者数の推移等を見極めな

がら、柔軟に受け入れする環境を整えていく方針でございます。 

 最後の質問でございます。保護者の就労の多様化や長時間勤務等の影響もあり、日曜日や祝日

等の開設について要望があることは認識しておりますが、全国的に見ても日曜日及び祝日に開設

しているクラブは、現在では少ないのが実態でございます。しかしながら、平成３２年度から第

二期の吉賀町子ども子育て支援事業計画を策定することとしておりますので、今年度から来年度

にかけて子育て世代を対象にニーズ調査を行う計画としております。その調査の結果、必要性が

あるという判断に至った場合には、休日開設の実施の検討も当然してまいりたいというふうに考

えております。 

 なお、参考までに土曜日の利用状況についてでございますが、土曜日につきましては８カ所す

べてのクラブで受け入れ可能としておりまして、事前の希望がある日のみ開設をしております。

実績といたしましては、平成２９年度は３４日間で３５５人の延べ利用者ということで、１日で

換算いたしますと平均日当たりが１０人の利用となっておりますことを、申し添えておきたいと

思います。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  今、施設のことについて町長のほうから新しい施設はつくらない

というような返答であったかと思いますが、この吉賀町子ども子育て支援事業計画の案ではなし

に事業計画です。案がちょうど２７年の３月に出ているかと思いますが、そこでは成果というと

ころで平成２５年度に七日市学童の特床補修を実施し整備に努めたと。利用者数の著しく増加し

ている六日市学童、柿木学童については面積が狭く支障を来たしているため、施設改修後、開設

が必要、平成２７年度以降学童保育施設整備について、ニーズが顕在化した場合には、改めて

ニーズ調査を実施し、事業実施の是非を検討するというようなことが掲げてあります。 

 それと、この案については、新たな拠点整備については早急に検討を開始するというようなこ

とが掲げてあるんですが、今の町長の回答ではあまり、施設整備ではなくやっていきたいという

ようなこと、それからこの計画案のときに、説明のときには、小学校等の空き教室を利用してや

ることを検討するというようなことをたしか、言われたかと思いますが、なかなか学校との調整

がつかない、当然、放課後児童夜間６時半とか７時ごろまで保育するということになるんで、管

理の面で難しいとかというようなこともあったかと思いますが、その辺について、討議をされて

おるのか、どのように学校との調整をされておるのかもちょっとお伺いしたいと思いますが。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 
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○町長（岩本 一巳君）  私が持っておりますのは、現在の第一期の計画でございまして、案では

ございませんので成案をしたものの内容で申し上げますけど、当然、案の段階から成案に至るま

ではいろいろ議論があって、その中では今、議員がおっしゃられたような、やっぱりやりとりが

あったかと思います。結果的に今、第一期の計画の中で、課題とすれば、今言われたように、や

はりで手狭になった。利用される子どもさんの数がふえたので、手狭になったというのは当然、

課題がある。 

 それを解決するためにということで、施設改修や新たな実施場所での開設が必要だということ

でございます。新たな実施場所の開設ということでございますので、当然、その中には新たに整

備する、新築をするとか、新設をつくるとかということもあると思いますし、今ある既存の施設

を有効活用するという、両面があると思いますので、新しいものをつくるということに限定した

ものではないということは、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、学校の空き教室の話がございます。これは数年前から私、保健福祉課におる数年前

のときもそういったお話を聞いたことがあります。なかなか学校経営の中で、そうでない領域の

部分と一緒にその建屋の中でというのは、学校サイドのほうも非常に厳しい面があるということ

で、お聞きをしたことがあります。そこら辺のまだ、解決に至っていない状況で、まだそこの部

分についてはできていないということだろうと思います。それから、新たなところでの展開です。

新築じゃなくてほかの空いたところということになりますと、ああして近くに福祉施設、福祉

ゾーンが随分ありますので、そういうところを利用してというようなお話は、原課のほうから聞

き及んでおりますけど、じゃあそこでいつからということにはまだ至っていないということを御

理解を賜りたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  それから、一番肝心なところで日曜日と祝日の開設日ということ

で、町長のほうからは３２年度に、また子ども子育て支援計画ですか、それの計画づくりという

ことでアンケート調査等をとって、ニーズがあればということでございます。 

 その中で、土曜日は現在も引き受けておるわけですが、かなりの方、平均１０人程度の子ども

さんが出られておるということで、当然、今私が言いましたように祝日、日曜日というのもニー

ズはあろうかと思います。町長言われるように、３２年と、まだ３０年で丸２年あってそれから

の話になると、３年も４年も先になるんじゃないかと思いますが、こういう子育ての時代という

のは、今が一番困っているわけでございまして、３２年まで待つというんでなしに、今、全体の

声ではありませんけれども、１カ所でもあれば助かるというような意見もござましたので、何と

か日曜日、あるいは祝日について、一番多いところは柿木とか六日市とかいうような人数です。

そのようなところが多いということなんで、場所は私がどこそこというとこにはなりませんけれ
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ども、真ん中近所にでもそのような１カ所でも休日の開設というようなことを早急に考える気が

あるのかどうかを、その辺をお聞きをいたします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  おかげさまで、少子化対策が少し効いてきたような感じで、以前お話を

させていただきましたけれども、これまで１年間で３０人前後、少ないときには合併をしてから

２７人しか子どもさんが生まれない年がございましたが、２９年度おかげて５０人の出生があっ

たということで、非常に喜んでおります。 

 それから、一方では今月６月の初めに、ある新聞に、女性の労働力率全国１位という大きい見

出しがありまして、どういったことかなと読んでみましたら、島根県の１５歳から６４歳までの

いわゆる生産者年齢階層のところも女性の方が働く率が２０１５年の国勢調査の結果の集計する

と、島根県は７４.６％で、その労働力指数といいますか、比率が全国１番になったそうです。

その理由も書いてありましたけど、読んでみますと、１番はやはり島根県の場合は三世代の同居

が多くて、学童とはちょっと話が離れるかもわかりませんけど。自分の子どもさんをおじいちゃ

ん、おばあちゃんに預けて、仕事に出て行かれることができる。 

 それから、町は都会と違って通勤や自家用車ですけど、比較的通勤時間が短くて、それもやっ

ぱり仕事に出やすいと。それから何といっても島根県の女性は働かなければならないという、そ

ういった意欲を持った女性の比率が非常に高いんだそうです。そういうことで７４.６％の方が、

いわゆる仕事に就いておられるということで、そうして全国で今１位ということで脚光を浴びて

いるというような記事が、６月の初めにありました。ということで、女性の方は働きたい、それ

から子どもも逆に吉賀町の場合は今、ふえている。そうするとやっぱり、今、御指摘のありまし

た学童保育とか、そのニーズが当然高まってきますので、そういたしますと、今ある計画をどの

ように微調整していくかというのは、まずは先ほど申し上げましたように第二期のところで

３２年でどうするかということでなるわけでございますが、現状をどうするかということも当然

ありますので、そこはまたちょっと原課のほうで現状をしっかり見極めた上で、対策としてすぐ

にでもできるものがあるのであれば、それは第二期を待たずして、第一期のこの計画、３１年度

までですから、あと１年と少しあるわけですので、その中で講じることができるのであれば、そ

こはしっかり模索をさせていただきたいなというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  今の件でございますが、早急に考えていただきたい。ニーズ調査

といいましても、町内全域でやるというよりも、これは小学校に通学をしておられる家庭のみの

アンケートになるかと思いますので、そうおおごとではないのではなかろうかと思いますし、私

のほうに最初に申しましたように電話かかったり、いろいろ、後から私もあちこちに聞いてみる
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と、あったら大変助かると。 

 今、そんなことを言ったら叱られるかもわかりませんが、今、町内の子育ては何もかもみな無

料だと、少しは有料であっても、預けるところがあれば大変助かるというような声も聴きました。

有料がいいか悪いかというのは、これは町のほうの方針でございますけど、それまでそこまで切

実に考えておられる方もあるということでございますので、ぜひとも３２年度の計画というより

も、即座に、これも祝日、休日に、今の支援員さんの人数のことも、今度条例改正、この度出て

おりましたけど、いろいろ条件面も変わってきますし、人数もふやさねばならないという勤務体

系もあるかと思いますが、ぜひとも早急な検討をしていただいて、９月の議会の折にはいい話に

なりましたよというぐらいのことを返答できるような、条例改正のほうしてもらえれば、大変保

護者の方が助かるんではなかろうかと思いますので、早急な御検討をお願いしたいと思います。 

 それでは、続きまして、２問目に入ります。大規模森林開発事業の規制についてということで

ございます。 

 最近、中国地方でも大規模太陽光発電所、メガソーラーでございますが、設置をめぐり、一部

地域で反対の声が出ているとのことでございます。国が再生可能エネルギーの普及を後押しして、

事業者の参入が相次いでいるためであります。 

 地域では、景観や防災面への懸念があります。資源の乏しい日本にとって、自然エネルギーは

今後も必要と考えますが、難しい問題もあると考えております。 

 この防災面から見た自然破壊につながりかねない事件は、お隣の岩国市美和町で起こっており

ます。美和町阿賀地区で事業者が約１２５ヘクタールの山林を伐採し、出力９０メガワットのメ

ガソーラーを建設するとのことでございます。１２５ヘクタールというとちょっと見当がつかん

のですが、私も沢田の今、圃場整備したところがありますが、下沢田からずっと上に上がった、

田の面積が３５ヘクタールあるそうです、全部、沢田の圃場整備。恩給地区とか沢田の住宅近所

を入れると５０ヘクタールということですが、見当で３５ヘクタールというとあの山を、沢田の

山へずっと押し上げてもたったの３０、これの４倍もするような面積です、１２５ヘクタールと

いうことになると。そういうふうなことを、今、美和町ではやろうというような事業になってい

るそうでございます。 

 総事業費が約３００億円、既に敷地の大半は事業者が取得しているとのことです。昔ながらの

里山の景観が壊れる、木が伐採されれば山の保水力が落ち、土砂災害が起きると自治会長が言っ

ておられました。私もこの新聞報道を見て、他人事ではないなと思い、自治会長の名越さんとい

う方が載っておりましたので、すぐ電話をおかけしてお尋ねいたしました。 

 また、６月４日には、どうも電話だけでは気にいらんので、美和町のほうに、会長さんのとこ

ろに出向きまして、現地も見させていただいて、こういうふうなところだということも見てまい
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りました。大変、やや急傾斜ではないですが、もしこの山の広さを切ったら大変物騒なことにな

るんではなかろうかなというような気がしました。 

 それは、そこでの話でございますけど、昨年、この会長さんの話によると、山口県に計画を認

めないように求める陳情書を提出したと。それから、反対署名も出しましたというお話でござい

ました。事業者との協議は現在も進まないとのことでございます。 

 県は、開発に必要な森林法の許認可権を持っており、メガソーラーの設置認可は国の管轄で、

地元自治体は主導的に対応できないということでございます。中国地方では、昨年９月時点で

４７６件が稼働し、出力１０５万キロワットで、原発１基分だそうでございます。吉賀町でも小

規模の太陽光発電があちらこちらで設置されております。私も見て回りましたが、立河内、それ

から蔵木、これはそれぞれ２５０キロワットでございました。それから、その立河内蔵木分、私

の目見当でございますけれども、面積にしたら１町歩足らずぐらいの面積かなと考えます。 

 もう１カ所、これ結構大きかったですが、下高尻地区にあります。これは、ワット数でいいま

すと１,３７９キロワットで、面積が２.８ヘクタールあるというようなことでございます。高尻

の場合は、シルバー人材センターのほうに草刈り等も頼まれておるというようなことでございま

す。 

 これらは、町内である今の３箇所、ほかにあるかもわかりませんけど、かなり大きいところで

そのぐらいでございますが、私の見たところ、これは平地であり、大雨降って、例えば地震が来

たとかいって災害となるというようなことはないと思われますが、他県のように山の景観を壊す

ようなことは、町としても何らかの歯どめをかけておくべきではないかと考えます。これは、先

ほども言いました美和町のような大規模なことになります。 

 先例として、長野県は１６年に大分県はことし１月、大規模な太陽光発電事業者に環境アセス

メントを求める条例を施行したということで、事業者は調査費、あるいは費用面で重荷になると

のことでございます。岡山市も同様の条例を準備中とのことであります。 

 そこで、島根県や吉賀町のこの自然豊かな景観を壊さないためにも、住民の安心安全のために

も、県と協議し、条例設置を望みますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、本題の前に、先ほどの１点目の学童保育の最後のところお話

がございました。そこにちょっと付け加えをさせていただきたいと思います。 

 原課のほうで、検討させますというお話をさせていただきました。当然、検討するわけでござ

いますけど、まずはニーズ調査がやっぱり必要でございます。先ほどの小学校の在籍をしている

というお話がございましたが、やはり将来に向けて担保が必要でございますので、小学校の在籍

ではなくして、その前段の未就学、保育所に今、通っておられる御家庭とか、そういったところ
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もやはり、その調査の範疇には入れなければならないかなと思っています。そのことは、当然第

二期の計画に向けても、そういったところに配慮していかなければならないということ。 

 それから、もう一つはやはり、お話にもありましたが支援員です。マンパワーがなかなか専門

職は今、本当に難しゅうございますので、そこがしっかり担保できるかということと、もう一つ

は財源の問題、こういったところを相対的に検討させていただいて、できるものであればそのよ

うに移行の準備をしていきたいなと思います。 

 ただ、お話がありました、９月の段階でいい御返事ができるかどうかというのは、これは別物

でございますので、そこのところはどうか御理解をいただきたいと思います。 

 それでは、２点目の大規模森林開発事業の規制についてということで、お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 本町におきましても、先ほど、議員のほうからも御紹介がございましたが、近年、個人または

法人が出力電量１０キロワットを超える中規模、大規模、太陽光発電を遊休地等に設置される事

例がふえております。また、蓼野地区におきましても、昨年度、町外事業者により山林に太陽光

発電が設置されたところでございます。一般的に太陽光発電に限らず、１ヘクタールをこえる森

林、これは保安林は当然除くわけでございますが、こういったところで開発する場合には、森林

法により島根県知事の許可が必要となります。許可申請の際には、森林所有者の事業計画書への

同意が必要で、事業者は森林が持つ公益的機能を損なわないよう諸対策を講じることとなってい

るわけでございます。 

 全国の事例を見ますと、事前に地域住民への説明会を行い、事業計画の承認を得てから着手す

る場合が多いわけでございますが、中には、その十分な説明を行わずに、合意形成がないまま事

業が進み、結果的に後々地域住民とトラブルになる場合があるようでございます。 

 御指摘のとおり、大規模な森林開発による環境面や防災面への影響は本町においても懸念され

るべきものでございます。事業者みずからが環境にどのような影響を及ぼすかについて調査、予

測、評価を行う、いわゆる環境影響評価、環境アセスメントを行いまして、地域住民等へ説明を

行うべきであると考えております。 

 しかし、島根県環境影響評価条例にておいて、太陽光発電は対象事業となっていない状況でご

ざいます。ほかの県では太陽光発電も対象としているところもありますので、島根県環境評価条

例の改正について、島根県との協議を行い、要望をしていきたいというふうに考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  今、町長が言われたように、県内の森林法で１ヘクタール以下、

あるいは１ヘクタール以内は、伐採のことですが、町のほうでできるというような条例というか、
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あるそうでございます。前回、町長のほうには美和町の写真もお見せしましたし、中止を求める

署名というようなことも６月４日に私が訪問した折に、書類いただきました。 

 実際、この写真見ていただくと大変上流のほうにありまして、航空写真でございますが。もし、

本当にこれだけの面積、山伐採してできると、大変下流の方は危険であるし、近所の方ももう毎

日、この山が見えよったものが全部裸山になって、ソーラーのぴっかぴっか光るようなのばっか

り付いているというようなことになりますので、大変、音が出るとかなんとかということはない

かと思いますけれども、これだけの大きなものができると、今、町内にある発電施設２５０キロ

ワットぐらいでも、近所に行きますと、初め何の音かわかりませんけど、ぶーんというような音

がしておりましたので、これだけのものができるとかなり大きな音が出るんじゃないかなという

ような気はします。 

 今、町長言われましたように、この吉賀町だけでこの規制というのができないということでご

ざいますので、島根県全市町村一致協力しながら、このような環境アセスメントできるというよ

うな条例、県のほうに働きかけていただいて、規制をかけていくようなことを、ぜひ町のほうも

本腰を入れてやっていただき、町民の安心安全というところで守っていただけたらというような

ことで、今、すぐこれについてこうなるという回答は町長もできないかと思いますので、その辺

のことをぜひ、検討していただきたいというふうに思いまして、私の質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  先日、今ありましたように、こういった資料も御提供いただきましてあ

りがとうございます。 

 それとは別に、今回通告がありましたことにつきまして、役場の企画のほうから岩国の市役所

のほうにも照会をかけさせていただいて、同様の内容で御回答をいただいております。いろいろ、

状況については勉強させていただきました。ありがとうございました。 

 それで、今回の通告にもございましたけど、実はいろいろ町内を回っておりますと、数年前に

この吉賀町に移住定住したけど、そのときには非常にやはりこの吉賀町の自然に魅力を感じてい

たんだと。ところが、数年すると家の周りは太陽光のパネルでいっぱいになって、非常に残念だ

という声を、私も数名も方から聞いたことがございます。 

 そうした折に今回のような、こういった御提案といいますか、通告でございます。しっかり現

状は受けとめているつもりでございますし、島根県の場合は先ほどの御紹介もございましたが、

発電所の設置とか変更につきましては、水力と火力と風力しかない、太陽光がないわけでござい

ますので、長野県とか大分県の先進事例も御紹介ございましたけど、そういった住民の皆さんの

実情も伝えながら、県のほうへ幾らかなりとも働きかけをさせていただきたいと思いますので、

付け加えをさせていただきたいと思います。 
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○議員（５番 中田  元君）  以上で終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、２番目の通告者、５番、中田議員の質問は終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  ここで１０分間休憩します。 

午前10時40分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時52分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 ３番目の通告者、１１番、藤升議員の発言を許します。１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

 まず初めに、機構改革に対する見解を町長にお聞きをいたします。 

 岩本町政となってから既に半年を超えました。吉賀町は、町村合併直後は９つの課でスタート

し、４年目の平成２１年に現在の総務課、企画課、税務住民課、保健福祉課、産業課、建設水道

課の６つの課となりました。それぞれの課には、課長がおられ、課の中には幾つかのグループが

存在し、グループごとにまとめ役がいるという組織体制になっていると認識しておりますが、こ

れで間違いはないのでしょうか。 

 １人の管理者が、管理可能な部下の数には限度があるというスパン・オブ・コントロールとい

う考え方があります。上司が適切に管理できる部下の数は５人から７人くらいと言われる方が多

いように見えますが、環境によっては２０人くらいという方もおられます。 

 吉賀町役場では、組織、事務分掌表から１人の課長のもとにいる正規の職員数は、企画課の

６人から保健福祉課の２０人となっています。ただし、ここには嘱託職員であったり、臨時の職

員の方は入っておりません。住民サービスを向上させるために、人材を育てるという見地から機

構改革を検討することを求めますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、１点目の機構改革に対する見解はということでお答えをした

いと思います。 

 現在の組織体制につきましては、各課に２つないし３つのグループを置き、それぞれのグルー

プごとに主査または課長補佐を配置しておりまして、町長部局で申し上げますと、６課１３グ

ループになります。議員からもありましたように、各グループごとに、まとめ役がいるというイ

メージでよろしいかと思います。 

 人数で申し上げますと、課ごとでは最大が保健福祉課の２１人、最少が企画課の７人となって

おります。グループごとでは最大が保健福祉課の保健医療グループで９人、最少が企画課の地域
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振興グループなど３人となっておるような状況でございます。 

 このグループの置き方につきましては、基本的には各課の判断に任せておりますが、事務分掌

や職員数に応じ各課において適切に対応されていると考えております。さらに、職員配置の考え

方といたしましては、その課が所管する業務の質や量、職員の年齢、バランスや経験年数、そし

て人材育成の観点などを考慮し行っております。職員の能力向上に関しましては、平成１９年

３月に制定をいたしました「人材育成基本方針」に基づき、職場内訓練や各種研修を通じて行っ

ているところでございます。 

 さて、後段の機構改革に対する見解という御質問でございますが、現段階におきましては、機

構改革を行う考えには至っておりません。このことは、議員の御指摘を否定するものではなく、

住民サービスが向上し、かつ職員それぞれの能力が最大限発揮されることが期待できるのであれ

ば、機構改革を行うことに異論はありません。機構改革を行うかどうかにつきましては、現場の

実態を把握し、職員の声を十分聞いた上で見極めてまいりたいと思います。 

 そして、検討を開始することに仮になりましたら、さまざまな観点から検証することになると

思いますが、御紹介のございましたスパン・オブ・コントロールの考え方も十分考慮しながら進

める必要があるかと思っております。また、機構改革の際の一時的な混乱、つまり住民の皆様に

御不便をおかけするようなことがあってはならないと考えておりますので、こうしたことにも十

分注意しなければならないというふうに考えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  現状においては、機構改革の考えに至ってないということであ

ります。６月４日にありました全員協議会におきまして、会計年度任用職員の制度が２年後には

始まるということであります。フルタイムとなる職員につきましては、人事評価の対象になると

されていることから、管理職の業務がふえるだけではなく、対象となる職員が一度に多くなるこ

とは評価の質的な変化につながることが予測されます。 

 と言いますのは、現在、それぞれの課長・管理職においては、単に職員の管理という面だけで

なく、それぞれの独自の仕事を抱え取り組みもされております。その上に現在ちょうど人事評価

がされている時期ではあるとは思いますが、その数が多くなるということに対して、相当な負担

というものを私は感じざるを得ません。 

 と言いますのは、私が以前、勤務をしておりました京都の会社におきまして、この評価をする

に当たって、それぞれの職員がいろんな違う仕事をしている。その評価をどうするのか、前、勤

めていた会社におきましては、この評価が直接給与にも反映するというところでありましたから、

よりシビアな評価が求められておりましたが、そのような評価はできないとして全て同じ評価で

出すという、あまり考えられないようなことですが、そのような管理職の方がおられたという経
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験もあり、この人事評価とのかかわりも含めて大変心配をしております。 

 その点について会計年度の任用制度が始まる２年後になりますが、その時点での検討をそれま

でにはするべきではないかというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  先般も全員協議会のほうで御説明をさせていただきました。平成３２年

度から地公法とかの法律が改正されるということで、これまでの非常勤嘱託職員の待遇が変わり、

勤務体制が変わってくるということは十分承知しておるところでございます。 

 御案内もございました、今、人事考課制度、数年前から取り組んでおります。極論を申し上げ

ますと、これは給与等に反映をしなさいというのが、これが国の主たる要因でございますが、

我々といたしましては、この数年やっております第１の主眼は人材育成でございますので、その

ためにやっているということで、通年的に面談等を行いながら、今、職員の考課をしているとい

うことでございます。御紹介もございましたような案件は当町の場合はないというふうに思って

いるところでございます。 

 それで、当然、法改正になりますと平成３２年度当初からは、いわゆる統制範囲といいますか、

スパン・オブ・コントロールの部分が広がってくるというこういう話だろうと思います。そのた

めにも今の人事考課制度があって、仕事の働きぶりであるとか、個人の悩み等を受けとめて、い

かに仕事のほうへ返していくかということを、今、勉強をしているところでございますので、

３２年度で統制の範囲の、範疇の職員がふえたときにどうかという御指摘かと思いますけど、そ

れに向けてしっかり研修等を行っていく必要があろうかというふうに思っています。 

 それで、人がふえれば本当にそれは大変かと思いますけど、スパン・オブ・コントロール、そ

れを拡大するためには、要するに統制範囲、守備範囲の人数をふやすためにはということで、い

ろいろやっぱり見てみますと、やっぱり３つ努めていかなければならないということが文献にも

いろいろ書いてあるんです。 

 １つは、やはりその権限移譲ができる民間もそうですし、こういった行政もそうなんですが、

職員をしっかり育成をしなさいということがやっぱり１つ目には書いてあります。そのための研

修でもあろうかと思います。 

 それから２つ目には、仕事、業務の内容をマニュアル化しなさいと、誰が担当してもできるよ

うなシステムをつくりなさいということだろうと思います。 

 そして３つ目は、情報共有の手段を改善しなさいということです。誰が電話で応対しても誰が

接客をしても、一様にここまでは対応ができるというようなことをしながら、情報をしっかり共

有しなさいということが書いてあります。 

 そうしたことも、これ人事考課とは別に、通常の職場内研修とか、そういったところでしっか
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り研鑽をお互い職員はしていかなければならないと思いますし、今回、通告のありましたスパ

ン・オブ・コントロールがどこを指しているかということで言えば、恐らく今で言う私を含めて

１３人の管理職のところだろうと思いますが、人事考課の今制度の中では、いわゆる管理職はこ

ういったことをしなければならない。その次のポジションはこういったことをしなければならな

い。主任級はこういったことをしなければならない。という、いわゆる標準書があるわけでござ

いますけど、今回、幸い御指摘をいただきましたそのスパン・オブ・コントロールを私どもの職

場に当てはめるとすれば、当然、１３人の管理職はそうですし、その下の先ほど答弁もさせてい

ただきました主査とか課長補佐、それぞれのグループのグループリーダーになるわけでございま

すが、ここは管理職でなくて監督職という役柄になりますが、ここも統率力とか、もう一つはマ

ネジメント能力が問われるわけですので、そこもしっかり範疇の中に入れて研修をしていかなけ

ればならないと思っておりますので、いい御指摘もいただきましたので、これから３２年の法改

正、体制の改善の日は刻々と迫っているわけでございますので、総務課が行っております職場内

研修、あるいは職場外の研修がございますので、しっかりそういったところでお互い研鑽を積ん

で、支障が出ないような形で対応させていただいたらということでございます。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  さまざまな研修も大事ではありますが、職員がそれぞれいろん

な仕事をし、またその決裁の文書等を課長のほうに上げてきます。そのときに、どれだけ丁寧な

形でその書類を見ることができるかという点でいきますと、現在、部分的ではありますが、非常

に間違いがあるとかいうことが多くなり、議会でも謝罪の言葉が述べられているという現状もあ

りますので、そういう点も考慮し、今後の取り組みをしていただきたいというふうに思います。 

 時間の都合もありますので、次の質問に移ります。 

 市町村設置型合併浄化槽で公共用水域の水質保全をということで、先ほども８番議員から浄化

した後の排水の出口がない、排水路の整備ということについても質問がございましたが、私は合

併浄化槽を今、個人が設置をしているわけですけれども、それを町が整備をするということにつ

いての質問を行います。 

 吉賀町は、平成２９年度に生活排水処理基本計画を策定しています。この中で、高津川水系系

の水質が悪くなった大きな要因として、生活排水が未処理のまま流されていることを上げ、河川

の水質汚濁防止対策として生活排水処理を進めることにしております。 

 これまでに町は六日市地域と七日市の一部を排水処理の区域の対象とした下水道処理施設と、

柿木中心部と初見新田の２つの農業集落排水処理施設を整備し、合併処理浄化槽設置と管理に要

する経費の一部の助成というものを行ってきました。 

 下水道農業集落排水区域外の生活排水の浄化は、個別に合併処理浄化槽を設置して行っていま



- 81 - 

すが、設置が困難な事例等も先ほど含めたものもあり出されており、新築や改築など多額の費用

をかける意気込みがないと、個人では合併浄化槽設置は、設置そのものが難しいのは現状です。

下水道等の対象区域外に町による浄化槽を整備することについて、町長の見解をお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、２点目の市町村設置型合併浄化槽で水質保全をということで

お答えをしたいと思います。 

 市町村設置型合併浄化槽で水質保全をということでございます。まず、県内における汚水処理

の現状でございますが、平成２８年度末での県内の人口に占める汚水処理の普及率は７８.６％

でございます。その割合の多くが公共下水と農業集落排水であり、６０.３％を占めております。

合併浄化槽の普及率は１０.５％で、うち６.７％が個人設置型合併浄化槽であり、御質問の市町

村設置型合併浄化槽はわずか３.８％の普及率という現状でございます。 

 県内における市町村設置型合併浄化槽を事業展開しております自治体数は１４自治体、未実施

の団体は５自治体という状況でございます。５つの自治体は益田市、江津市、川本町、津和野町

と本町吉賀町のこの５つでございます。 

 吉賀町内における個別合併浄化槽の設置は１,３７０人、人口に占める割合は２１.３％という

状況であります。市町村設置型の実施事例はございません。この市町村設置型合併浄化槽の事業

は、従来、町民の皆様が個別に設置しております合併浄化槽を自治体が事業主体となって実施す

るものでございます。事業実施につきましては、国の補助等があるのも事実でございます。 

 設置に関しまして具体的な内容は、各自治体それぞれ独自の取り組みをされていることと思い

ますが、大枠で申し上げますと槽の設置のみでありまして、家庭から槽までの配管、槽から排水

場所への配管にかかる経費は個人の負担となります。もちろん家の改修費用も個人負担となりま

す。個別合併浄化槽に比べますと個人負担は軽減されることになりますが、公共下水道と同じ仕

組みとなりますので、設置の際には分担金をいただくことになりますし、月々の使用料も発生い

たします。既存の下水道料金と同じ金額にしている自治体が多いようでございます。 

 一見すると有利な事業に思えますが、県内の事業実態は縮小に向かっているのが現状でござい

ます。その理由の一つは、管理費用の問題です。自治体の設置ですので管理主体は町になります

が、町に管理するノウハウ、能力がございませんので、関係機関に管理を委託することになりま

す。そのための費用負担が大きくなるということ。 

 ２つ目の理由が、更新費用でございます。基本は半永久的に使用できるという考えでございま

すが、実質のところで申し上げますと部品などの修理、更新までを考慮いたしますと３０年、最

長でも５０年が限界と考えられ、その更新経費が重くのしかかってくるため、長期的な費用対効

果を考えますと自治体の負担が大きく、現在、国の進めようとしております下水道事業の公営企
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業化流れの中では、事業として成り立たないとの考えから、実施自治体でも縮小に向かっている

のが現状のようでございます。 

 そうした現状を踏まえ、町といたしましては現在のところ下水道事業の対象外地域におきまし

ては、先ほども申し上げたところでございますが、個人設置型合併浄化槽を推進していく考えで

ございますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  町としては町村設置型の浄化槽については、それこそ後々の維

持ということを考え、取り組まないということであり、先ほども県の、あれは平成２８年度末の

汚水処理人口普及状況というのを県が示しておりますが、それに基づいて御答弁があったかとい

うふうに考えております。 

 そうは言いましても、１０年前からどれだけ普及人口がふえたかという点で見ますと、１０年

前、島根県内では約１万６,０００人の対象となっておりますが、この市町村整備型の浄化槽の

ふえたのは１万人ほどふえ、２万６,３００人ほどとなっており、その割合は全体の２.１％から

３.８％、１.７ポイントの上昇となっております。今後、会計の制度等の問題もあり難しい面は

理解できないわけではありませんが、先ほど述べました計画を真に追及をしていくという点にお

いては、今一度、検討をし直してもよいのではないかというふうに考えております。 

 と言いますのは、この市町村設置型の合併浄化槽、以前は国庫補助としては３分の１ほどしか

なかった。それを環境配慮型浄化槽とすることによって、補助率が２分の１に上がるということ

が、これは民間企業の新聞ではありますが、報道として出されております。 

 そして、何よりも河川の浄化にいかに寄与するか、浄化という点で単に生活排水だけの問題で

はなく、河川そのものの流量が大変少なくなってきたということも私は感じてはおりますが、高

津川の最上流域にある吉賀町が、どういう施策を展開をするかということが、非常に大事なとこ

ろになっているというふうにも考えますので、今一度、検討をするということについて示してい

ただきたいと思いますし、今回はそれぞれの試算等についての請求等はしておりませんが、実際

に市町村設置型の合併処理浄化槽を設置した場合と、今までと同じように個人が設置をするとき

のそれぞれの経費について、設置費も含めた経費につきまして試算をし、議会に提供するという

ことを、今後の中でしていただきたいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  何点か御質問等がございました。 

 財政の財源のお話もございましたけど、市町村設置型と、いわゆる吉賀町もやっております個

人設置型、個人負担とかの部分で言うと、初期の部分で言えば当然、市町村設置型のほうが財政

負担、個人の方の財政負担が少なくなるというのはそのことに間違いはないと思います。国庫補
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助もございますし、それから起債もあるわけでございます。残りのところを当然、受益者の方が

個人負担と。初期投資においては幾らか軽減をされる。ただ、のちのランニングコストの部分に

ついては、おおむね今の公共下水等と同じだということであろうかと思います。 

 それで、県内の状況で、この１０年間で約１万人、１.７ポイントふえたということ、それか

ら河川浄化の部分でも非常に寄与されるんだという話でございました。当然、そういったことも

承知をした上での先ほどの答弁でございますが、申し上げましたように、今、県内の流れが、今、

実施をしております１４の自治体の傾向、それから、いずれは来る公営企業化に向けて、今の事

業へ移行をしていいのかどうかというところはしっかり精査をしなければならないと思いますし、

当然、検討もしなければならないというふうに思っております。 

 それから、資料請求のことがちょっとございました。これはまた、議長のほうから御指示があ

れば、この内容について、どういった内容でということについては、また対応をさせていただき

たいと思っております。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  資料につきましては、また議長を通してお願いをしたいという

ふうに考えます。 

 そして、市町村設置型の浄化槽の設置のやり方について、先ほど町長より答弁がございました

が、ほとんどのところは浄化槽本体とブロアとつなぐ配管にとどまっておりますが、自治体によ

っては流末、浄化槽からその後必要な排水路への接続、そこまで行う自治体もあるということで、

これは御紹介だけにとどめますが、そういうものがあるということであります。 

 それでは、続きまして特産品の取り組み状況と将来性についてお伺いをいたします。 

 吉賀町は農産物の特産品として、吉賀米、有機茶、薬用作物のサフラン、ラッキョウを開発の

対象として取り組んでおります。ことしは吉賀町ブランドデザイン作成業務企画提案者の募集と

いうのが既に始まっており、今月、６月２６日には企画提案、いわゆるプレゼンテーションと言

われますが、される予定になっております。 

 それぞれの先ほど紹介した作物について、今年度の取り組みの概要と、よそでも取り組んでい

る作物で、吉賀町ならではをアピールする内容と将来性、また生産者の所得とどう結びつくのか

お聞きをいたします。 

 また、ラッキョウの出荷の形態ですけども、生産者の負担を考えると泥つきのままでというふ

うに考えております。既に吉賀町農業公社では洗う機械も導入をされているわけでありますが、

どのように考えているかお聞きをいたします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、特産品の取り組み状況と将来性についてお答えを
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したいと思います。 

 まず、米に関してでございますが、ブランド化事業を始めて今年度で４年目を迎えます。今年

度も引き続きモデル圃場を設置し、土壌に不足している鉄をはじめとする微量要素を投入する施

肥設計での試験栽培を行います。また、米・食味分析鑑定コンクールへ出品する吉賀町選抜も引

き続き実施し、新たにお米日本一コンテストへの出品も検討をしておるところでございます。 

 販路開拓の取り組みといたしましては、引き続きモデル圃場のお米を東京の米穀店へ試験販売

を行います。今年度からは、町全体でブランド化の気運を高めていくため、吉賀町産米ブランド

戦略や、吉賀町産米ブランド認証制度を関係機関、関係者、組織の代表者の皆様と連携して策定

する計画としておるところでございます。 

 米における吉賀町ならではのアピールする内容と将来性、所得についてでございますが、米の

アピールポイントはやはり食味だと考えます。環境のよさ、ストーリー性、アピールポイントは

幾らかありますが、どうしても似たり寄ったりで、差をつけるとしたら、やはり味の部分であり、

吉賀町はまだまだ食味を向上していく余地はあると考えております。 

 米に関しましては各地でブランド化が進み、産地間競争が激化しており、当町もブランド化を

進め産地として生き残ることを図ることが生産者の所得にも結びつくと考えております。 

 有機茶に関してでございます。平成２９年度から吉賀町有機茶ブランド化推進協議会として商

品開発、販売を開始しておりまして、平成２９年度の茶葉収穫総量は４５６キログラム、加工後

の製品につきましては１１９.２キログラムとなっております。煎茶だけではなく、紅茶、ほう

じ茶、玄米茶の４つのラインアップを設け、吉賀茶として販売しております。販路に関しまして

は、町内ではやくろ、ゆらら、道の駅かきのきむら、はとの湯荘。町外におきましては、雲南市

の「シマシマしまね」、東京のにほんばし島根館にて商品を販売しております。 

 また、町内の業者の方には吉賀茶を使用した煎茶ゼリー、ほうじ茶ゼリーやビスコッティを商

品化していただきましたし、吉賀茶を使用したアイスクリームも「道の駅かきのきむら」で試験

販売を行っておるところでございます。平成２８年度より土壌分析を行っておりまして、今後も

引き続き調査・研究を続け、高品質な吉賀茶の生産、販路拡大につなげてまいります。 

 また、５月には新茶の手摘みと、この地域で行われている釜炒り緑茶づくり体験を開催し、多

くの参加者で白谷の茶畑がにぎわいました。このようなイベントを今後も企画・実践し、地域文

化の伝承や大井谷の棚田等を絡めた農観光ビジネスへと発展させていこうと考えているところで

ございます。 

 平成３０年度はより多くの方に吉賀茶の存在を知ってもらうためのＰＲ活動に力を入れるとと

もに、お土産や贈答品として購入していただける商品のブランディングを実施してまいりたいと

思います。 
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 サフランに関してでございます。平成２９年度は産業課において試験栽培を行いました。今年

度からは栽培していただける農家の方を募集し、生産拡大を検討しております。生産拡大と同時

並行で販路の模索も行っていきます。飲食店でのメニューや加工品への利用も考えていきたいと

思っております。 

 吉賀町ならではのアピールと将来性についてでございますが、サフランの産地は少なく、吉賀

町で産地化できれば山陽方面、関西方面、こういったところでの販売が有利になるのではないか

と考えております。そのためには、住民への周知、ほかの地域へのＰＲは不可欠でございます。

現在では、生産者がいない中で、どれだけ所得向上につながるかを検討していく必要もあろうか

と思います。 

 次に、ラッキョウに関してでございます。現在、産業課で試験栽培をしており、今年度は

２８年度に植えたラッキョウの収穫を行うとともに、農家の方に募集をかけ生産者、生産量をふ

やしたいと考えております。生産量をふやすと同時に、人気商品の六日市加工所のラッキョウ漬

けの生産量を拡大するために、ラッキョウの調整方法を考える必要がございます。そこで、農業

公社で洗浄機を購入して洗浄、皮むきにかかる部分の軽減を図ることとしております。また飲食

店での提供、ラッキョウ漬け以外の加工品開発も行い、町内外へＰＲをしていきたいと考えてい

るところでございます。 

 吉賀町ならではのアピールと将来性についてですが、やはり吉賀町のラッキョウのよさは歯ご

たえのある食感でございます。ＰＲもそのことを前面に押し出していこうと考えております。ラ

ッキョウの栽培は手間も少なく、ラッキョウ漬けの生産量拡大、加工品の充実などができれば所

得向上に結びつくのではないかと考えております。 

 ラッキョウの出荷については、どのような出荷方法をすれば生産者あるいは六日市加工所とも

に負担が少ないか、試験中の段階です。現在、収穫したのちに洗浄機にかけられるように束にな

っているものをばらして、上の葉と根を短く切ってもらって出荷してもらう方法で検討をしてお

ります。この方法で行いますと、前年度までの出荷と比べると、かなり負担が軽減されるのでは

ないかというふうに考えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  それぞれの作物につきまして、現状の取り組みの説明をしてい

ただきました。まだまだ町内の生産者に向けては、その点についての知られきっていない点もあ

ります。 

 例えば、ラッキョウにつきましては、ことしは今、やくろ等に出荷していただいている生産者

の方にお願いをし、ことしの分の作付等をお願いもされております。実際にこういう取り組みを

通じて、次の質問とも重なりますが、いかに生産者の収入向上に結びつくかという点が大変重要
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であるというふうに考えております。 

 先ほどの説明の中では、まだまだ取り組み始めたばかりであり、その点での十分な採算また収

入増に結びつく、そういう点での御説明はございませんでしたが、もう一度その点でお聞きをい

たしますが、吉賀米に限ってお聞きをいたします。実際に取引をするに当たってどのくらいの量

を生産をする、そういう見込みについて町の目標とするものがあるのか、一点、お聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  お米に限定をしてというお話でございましたが、担当課のほうでお米を

含めどれぐらいの総量が取れるか、それから目標はどうなのかというところにつきましては、私

どもは、数字的なものは承知をしておりませんけど、米も全国で言えば吉賀町で取れる米の量と

いうのは、やはり限られた量でございます。 

 ですから、先ほどのラッキョウもそうでございますし、ほかの品目もそうでございますけど、

やはり今、吉賀町の少量多品目のものをどうして販路に乗せて市場に出して、そして売って、そ

れをいかに所得として農家の皆さんに還元をするかというのが、これが一番メインでございます

ので、そのための手法としてこれまでも申し上げているように、地域商社のようなものをつくっ

てやっていきたいということでございますので、そこをしっかり少し時間をいただかなければな

らないわけでございますが、取り組んでまいりたいと思っております。 

 先ほどの数量のことにつきましては、今、手持ちのものがございませんし、私のところで今承

知しているものがございませんので、お許しをいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  数字がないということですので、次の質問を続けます。吉賀町

農業再生協議会の取り組みで農家、生産者の所得は上がるのかということでお聞きをいたします。 

 地域の作物振興の設計図となる水田フル活用ビジョンに基づき、飼料用作物、大豆等の生産性

向上の取り組みや、地域振興作物の生産など産地づくりに向けた取り組みを支援する本年度の産

地交付金は、昨年と比べて区分、要件、１０アール当たりの上限単価とも大きく変わっています。 

 大豆集積加算の単価は２万円から１万５,０００円に下がり、飼料用米集積加算は３０アール

以上作付から８０アール以上の作付を対象とする。また、この単価は１０アール以上の上限単価

として８,０００円であったものを１万２,０００円とするなど、今年度産地交付金の変更となっ

た区分、また要件、１０アール当たりの上限単価を決めた理由について、それぞれお聞きをいた

します。また、集積面積加算の面積要件を広くした理由と、その根拠についてもあわせてお聞き

をいたします。 

 今年度の産地交付金の要件、単価等の変更を行った経緯について、日付を含めお聞きをするも

のでありますが、といいますのは実際にこの要件が固まったのが５月の２５日ごろであるという
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ふうに聞いておりますが、この５月２５日と言えば既に播種から田植えまで終わっている時期で

あり、このような時点での変更というのは非常に問題であるという点から、実際の変更に至るま

での経緯をお聞きをするものであります。また、変更に係わる会議などが開かれておりましたら、

その会議名並びにメンバーについてお聞きをするものです。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは４点目の、水田フル活用ビジョンの取り組みで農家所得は上が

るかということについてお答えをしたいと思います。なお、通告の内容の順番でお答えをさせて

いただきたいと思いますので御容赦をいただきたいと思います。 

 水田フル活用ビジョンについては、国からの情報やみずからの産地の販売戦略等を踏まえ、当

年産の主食用米や戦略作物等の作付方針となるものでございます。吉賀町農業再生協議会では、

水田調整部会で作成し、協議会から県を通じて国に提出し承認を得ることとなります。 

 国の交付する水田活用の直接支払交付金において、産地交付金の交付を受けるためには水田フ

ル活用ビジョンの中に内容を記載する必要があります。この産地交付金については国の交付金で

あるため、国の方針に従った助成内容となっていることが求められています。 

 今年度の産地交付金につきましては国の方針が見直され、地域の課題を踏まえた内容での設定

を行う必要が生じました。吉賀町農業再生協議会の産地交付金の検討につきましては、本年１月

１０日に開催をいたしました水田調整部会で平成３０年度からの制度見直しの状況を報告し、こ

の時点での検討内容を協議しております。ここでは、国の方針の範囲内でできるだけ昨年の助成

に近い内容で交付できるよう素案を作成し、調整を行ってまいりました。 

 しかしながら、現状の課題を踏まえた対策となるよう内容の見直しの指導を受け、１月以降

５月末段階まで県及び国との調整を進めてきている状況でございまして、現在の助成内容の大枠

におおむね落ち着いたのが５月の２２日で、５月の２５日に同時開催いたしました水田調整部会

及び幹事会にお諮りをしています。 

 構成員につきましては、水田調整部会は吉賀町、島根県農業協同組合西いわみ地区本部、吉賀

町土地改良区、吉賀町農業委員会、島根県農業共済組合石西支所であり、幹事会につきましては、

今申し上げました構成員に吉賀町農業公社、吉賀町認定農業者協議会が加わるという構成でござ

います。 

 高収益作物と呼ばれる野菜等への支援内容の変更については、品目の限定や作付要件の設定な

ど、対象範囲の変更を予定していたため申請時に説明をしております。飼料用米ＷＣＳ用稲の集

積加算については、昨年に比べ集積面積の要件が変わっております。具体的には、飼料用米の集

積面積３０アール以上を対象としていたものが８０アール以上に、ＷＣＳ用稲の集積面積

５０アール以上が８０アール以上に変更となっております。これについては、おおむねの調整が
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整ったと判断いたしました５月２３日以降のところで、順次個別に対象から外れる方に対して説

明を行っているということでございます。 

 今回の産地交付金の見直し内容について具体的な変更点をあげると、大豆の集積加算について

は要件は変更していません。上限単価については大豆に対する助成制度がほかにもあることも考

慮し、上限単価を下げる方向で検討をいたしました。 

 飼料用米ＷＣＳ用稲の集積加算については、先ほど申し上げましたとおり８０アール以上の集

積に要件を変更しています。これは現状の町内生産者の平均作付面積を踏まえて設定したもので、

平成２９年度の法人を除く個人の平均作付面積を基準としております。飼料用米の早期出荷助成

については、要件を昨年と大きく変更しておりません。 

 二毛作助成については、昨年はソバと飼料作物を対象としておりましたが、飼料作物について

対象から外したところでございます。 

 高収益作物としての野菜については、昨年までは振興作物助成として幅広い品目を対象として

おりました。これについては平成３０年度の見直しにおいて、地域の実情に応じ収益力の向上に

資するという観点から、品目の指定や収益力の向上に資する追加要件の設定が必要となり、有機

ＪＡＳ認証圃場を対象とした有機農産物助成、地域内施設等での需要が大きい品目を対象とした

地域振興野菜助成、ハウス等の施設での栽培を要件とした地域振興施設栽培作物助成を設定して

いるところでございます。また、このほかに全国統一の設定がある飼料用米多収品種、ソバの基

幹作に対する助成がございます。 

 前述のように、産地交付金の要件等が見直されたことから、交付対象となる生産者は絞り込ま

れることとなりますが、その分、上限単価は高くなるように設定の見直しを進めています。この

上限単価についても、国に説明をする必要があり、基本的にはそれぞれの要件での作付に係る経

費の一部を助成することで算定しています。 

 また、国からの当初配分額をもとに、最終的に配分額が増額されたときに対応できるよう上限

単価を設定していますので、最終的な交付単価は上限単価の範囲内となります。 

 平成３０年度の区分に見直すことで、高収益作物については対象生産者が大幅に変わるため、

国への申請締め切りまで具体的な申請予定者数等は把握できませんが、大豆の集積加算について

は１件、飼料用米集積加算は１２件、ＷＣＳ用稲の販売については５件、自家利用については

２件、飼料用米の早期出荷については６件、ソバの二毛作については１件が水稲生産実施計画書、

それから兼水稲共済細目書の内容から想定されます。 

 このうち、昨年から集積面積の要件を変更した飼料用米の集積については、３０アール以上

８０アール未満の作付予定者が９件、ＷＣＳ用稲の５０アール以上８０アール未満の作付予定者

が販売で８件、自家用利用で１件の見込みでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  詳細に説明をしていただきました。 

 私が特に思いますのは、国からの交付金であるがために、国がオーケーを言わないことには、

この吉賀町で決めたものは通用しないという仕組みのところであります。そのために１月から

５月末までずっと県また国とのやり取りをせざるを得なかったというところに若干のというか、

制度そのものの問題を感じているところであります。 

 やはりお金は出すと、あとは本当に地域の農業生産をどうつくりあげるかというのは、それぞ

れのところで判断をせいというような仕組みにすることこそが、私は大事ではないかというふう

に思っております。 

 ちなみに昨年、今の飼料米の集積、またＷＣＳの集積加算を受け取られた方と、今年度受け取

られる方、先ほど御説明がありましたが、比較をしますと約半分になっているということから、

今、吉賀町が課題としております耕作放棄地であったり、農業生産者の後継者不足という課題解

決とは若干ずれがあるというふうに感じております。そういう私の所見だけを申して、最後の質

問に入りたいと思います。 

 最後の質問に入ります。吉賀町農業再生協議会規約についてでございますが、この規約の第

１１条に役員の解任というものがありまして、第１１条第２号に、「役員たるにふさわしくない

非行があったとき」という文言が入っております。この非行には、公のお金を私的に流用すると

いうことも含まれるものなのか、その点、お聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それではお答えをしたいと思いますが、先ほどの最後のところでござい

ますが、私もあの協議に加わったことがございますが、一番問題は現場、農家の皆さんのスケジ

ュール感と行政のスケジュール感が違う、タイムラグがあるというところでございますので、そ

れはしっかり県あるいは国のほうに声をあげていきたいというふうに思っております。 

 それでは、最後の吉賀町農業再生協議会規約についてということでお答えをしたいと思います。 

 吉賀町農業再生協議会の規約において、御質問のあった第１１条については、役員の解任につ

いて定めたものでございます。具体的には、第１号として、心身の故障のため、職務の遂行に堪

えないと認められるとき。第２号として、職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない

非行があったときを定め、このいずれかに該当するときは総会の議決を経て、その役員を解任す

ることができるということになっております。このうち第２号の役員たるにふさわしくない非行

とは、個別具体の事例を設定しているわけではありませんので、その都度、農業再生協議会で御

判断をすることとなると考えております。 



- 90 - 

 繰り返し申し上げますが、吉賀町農業再生協議会は規約第５条に明記した会員をもって構成す

る合議体の組織でございます。したがいまして、役員の選任、それから解任は総会での所定の手

続きにより決定をされるものでございます。したがいまして、御質問のありました案件、あるい

は解釈についても全て協議会の御判断によるものでありますし、もちろん協議会の会員はそれぞ

れ構成団体の総意をもって御推薦をいただいたものというふうに認識しておりますので、お伝え

をさせていただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  町長も以前はこの吉賀町農業再生協議会の会長として務めてお

られましたわけですから、その時点において、この第１１条に示す非行というものに対して検討

を行ったことがあるのか、その点をお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  先ほどお答えをいたしましたように、協議会の会員の皆さんにつきまし

ては、規約の第５条に吉賀町を初めＪＡあるいは農業共済組合を初め、その他協議会が必要と認

めるものということで、１５号によってそれぞれ構成がありますよということが明記してござい

ます。 

 それぞれの組織のほうから代表の方、あるいはそれにかわる構成員として会員の御推薦をいた

だいて、その方がこの協議会の構成員として加わっているわけでございますので、まずはやはり、

協議会で云々というよりも、その推薦をしていただいた構成団体がいかように考えるかというと

ころに、私はいくのではないかというふうに考えておりますので、協議会としたしましては、そ

ういった機関から御推薦なりをいただいておる方が構成員の中で役員の選任、それから仮にそう

いった事案があれば解任ということになるわけでございますが、選ばれた方が集まって合議体の

中で役員等の選任をされる議決事項もあるわけでございますので、まずはその前段のところがど

うかというところではないかというふうに思いますので、再生協議会としてどうだということの

コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  非行という概念、一般的な概念についてぜひともこの中で考え

ていただくということを、これはお願いになりますが、申し上げて質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、３番目の通告者、１１番、藤升議員の質問は終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  ここで昼休み休憩にいたします。 

午前11時51分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後１時00分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 一般質問を行います。４番目の通告者、３番、桜下議員の発言を許します。３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  ３番、桜下でございます。 

 今回は、水源会館について質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 最近、水源会館の入館者が非常に減っているという現実を踏まえまして、このたび質問をさせ

ていただきます。このたびの質問に当たり、サンエムからと観光協会からも資料をたくさんいた

だきまして、それを踏まえて質問をさせていいただきます。 

 まず、水源会館でありますが、これは平成７年に１億５,０００万円を、通告書には１億

３,０００万円としてありましたが、実は１億５,０００万円ということで、１億５,０００万円

の費用をかけて建設をし、現在はサンエムの指定管理者のほうで管理運営をされておりますが、

大変水源会館の存在が薄れております。 

 これは、早くも町民の中には、名前を出して申しわけありませんが、澄川喜一記念公園も同じ

ように見学者が少なく、早くも記念公園も水源会館と同じようになるんではないかというような

町民の声も、大変残念ながらお聞きしております。 

 そこで、質問をさせていただきますが、これは通告をしておりませんので御答弁は結構ですが、

町長、昨年１０月に町長に就任されまして、それから半年以上たちますが、町外、あるいは県外

から多数の来客をお迎えになっていると思いますが、まず、当町に来られた時に、水源の町とい

うキャッチコピーでありますが、この水源の町というのを説明するためには、まず、町長、水源

会館に来客者をお迎えしまして、そこで説明をすると。それが一番水源の町というキャッチコ

ピーを説明するには、一番早いんではないかと思いますが、町長、昨年１０月に就任されまして、

果たして何人の町外、県外の来客者を水源会館に招待されまして、御案内されまして説明をされ

ておりますか。 

 と言いますのが、水源会館のほうでお話を先日お聞きしましたが、最近、町長がなかなかお見

えにならないという話をお聞きしましたので、通告をしておりませんので答弁は結構ですが、そ

れは一つの例ですが、そのように水源会館の存在が大変薄れていっていると思います。 

 私が調べたところによりますと、平成７年に建設されておりますが、入館者は平成２１年には

約１,９００人ありました。そして、平成２４年には１,６００人まで落ち込んでおります。それ

以後、恐らく減少の一途だと思います。私のほうで調べましたので、あと答弁があるかと思いま

すが、ちょっと調べさせていただきましたが、飛びますが、平成２６年にはわずか８４２人、平

成２７年には８５３人、そして、２８年度には６２２人、昨年、平成２９年にはついに６００人

を切りまして、１年間でわずか５２０人の来館者になっております。 
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 これは皆さんも御存じと思いますが、入館料は一般の方は３１０円であります。これで換算し

ますと、入館料が２６年は約２０万円、２７年度は約１７万円、２８年度は約１４万円、昨年度

は約１１万円台まで落ちております。 

 これを比較してみますと、実は水源公園の中に自販機がありますが、自販機の手数料のほうが

上回っております。本当に、いかに入館者が少ないかということですが、２６年度は、先ほど言

いましたが、自販機の手数料が１５万円、２７年度が１７万円、２８年度は２０万円、そして、

昨年度は１９万円です。 

 要するに、入館料より自販機の手数料のほうがかなり多く上回っております。大変残念な数字

であります。これはサンエムのほうで資料をいただきましたので間違いないと思います。 

 そして、入館料と指定管理料というのが水源会館の収入でありますが、それを足していきます

と、人件費とか光熱水費とか引きますと、毎年約３０万円の赤字になっております。これもサン

エムさんのほうから資料をいただいておりますので、間違いないと思いますが。 

 ちなみに、平成２９年、昨年度が入館料の収益が１１万５,６７０円。そして、指定管理料、

受託料が２８９万７,０００円です。合わせて、収入が３０１万２,６７０円になっております。 

 ところが、人件費とか光熱費のほうが３３０万９,０３４円の支出となっております。つまり

約３０万円の赤字になっております。これが平成２６年度ごろから、ずっと続いております。要

するに入館者が少ないために、入館料が削減をしているということであります。 

 通告をしときまして、自分で資料を集めまして、自分で述べておりますが、大変申しわけあり

ませんが、資料がありましたので、今、ついでに述べさせていただきました。 

 実は、この入館者が一番減っている原因の一つが、これは執行部の皆さんも御存じかと思いま

すが、実は、展示物の内容が、平成７年に建てられて、この間２０年以上たちながら１回も更新

をされておりません。ふやしたのはありますが、更新については１回もないんです。これは確認

しました。 

 平成２７年に、私、一般質問で当時の中谷町長に、この水源会館について、「展示物、展示内

容の更新はしないのか」という質問をしました。当時、これは記録に残っておりますが、町長は

こういうふうに申されております。「あの展示内容、展示物で入館料をもらうには本当に申しわ

けないんだと」というふうに、これは一般質問で答弁されております。これは間違いありません。

要するに、「入館料もらうまでの展示内容、展示物ではない」と中谷町長は答弁されております。 

 それで、「この展示物については更新する」と、そのとき町長ははっきり言われました。とこ

ろが、いまだに更新はありません。当時、岩本町長も副町長でおられましたので、その答弁は聞

かれただろうと思うんですが。 

 開館後、２０年たっても、展示物、展示内容が一つも変わらない。これではお客さんからお金
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はもらえませんよ、普通に考えても。なぜいままで放っておかれたのか、なぜ展示物を変えない

のか。明らかに、これは行政の熱意の足りなさと、私は思います。 

 もう平成７年に建てて、ことし平成３０年ですよ。その間、入館料をもらう施設の展示物を

１回も変えていない。更新もしてない。それが今の水源会館の入館者の減につながっている現実

であります。よく、皆さん、１回しか行ってない方はわからないと思いますが、これが現実であ

ります。 

 中谷町長の話によりますと、当時は県から借りた展示物が盗難に遭ったということもあったそ

うであります。ということで、そういう事実もありましたので、最近はなかなかよそから借りる

ということが尻込みになっているということも話されておりましたが、そういう事実もあったよ

うであります。 

 片や展示物は更新はありませんが、この水源会館そのものは、皆さんも御存じと思いますが、

非常に、これは希少な建物であります。全国から、杉、檜、欅、栗、楠などを取り寄せて建てら

れ、建築家を志す人には、非常に勉強になる貴重な建物だそうであります。 

 むしろ、今でいきますと、水源会館の展示物、展示内容よりも、その建物のそのものが本当に

全国にも発信できるような貴重な建物だそうであります。これは私も知りませんでした。 

 玄関には屋久杉を使った一枚板の自動ドアもあります。また、貴重な龍の彫り物もあります。

これは、非常に貴重な、全国に誇れるような施設でありますが、そういうことまで知りませんで

したし、また、発信もありませんでした。 

 いろいろ述べましたが、とにかく入館者が少ない。それは行政の熱意が足りないということを

前提に、質問をさせていただきます。 

 実は、いろいろ調べましたが、入館者が一番減った原因は、大変残念なんですが、実は、入館

者のほとんどがむいかいち温泉「ゆ・ら・ら」に宿泊され、または、やくろで買い物された方が

むいかいち温泉のバスで帰る時に水源会館に寄ると。それが入館者のほとんどだそうであります。 

 ところが、最近は土・日は県外からの送迎は、「ゆ・ら・ら」はされておりません。それから、

本当にここで申し上げるのは、言いにくいことなんですが、入館された方が、水源会館といいな

がら水源とか、高津川に関係ない展示物が多いと。これでお金を取るのは、本当にどういうこと

かということを、「ゆ・ら・ら」のお客さんが帰りにバスの中で話されるそうです。それを

「ゆ・ら・ら」の関係者が聞いて、お客さんからそういういうふうな不平、不満を言われるんで

は、連れていかんほうがいいということで、最近は「ゆ・ら・ら」を利用したお客さんもほとん

ど水源会館には行ってないそうであります。 

 そのことが、その利用者が減っていることが、今の水源会館の、大変残念なんですが、入館者

が減っている第一の理由であります。これはサンエムの担当者の方にも聞きました。これはもう
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間違いありません。 

 というように、入館者が減った原因は、展示内容が水源とおよそそぐわない、全く高津川に関

係ない展示物があるというようなことが現実であります。 

 後々質問はありますが、今の水源会館の現状について町長にお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、水源会館についての通告でございますので、お答えをさせて

いただきたいと思います。 

 水源会館につきましては、お話がございましたように、平成７年の１１月にオープンいたしま

して、既に２３年が経過しようとしております。建物自体は、当時、立派な材料を使っておりま

すので、ほとんど修理を行わずに現在に至っておるというのが現状でございます。 

 水源会館の存在が薄れてきており、また、彫刻の道も同様になるのではないかとの御指摘でご

ざいますが、これらにつきましては、交流人口の拡大を図るという観点では、当然同様でござい

ますが、設置目的、あるいは立地条件が大きく異なる施設でございますので、一概にこの２つの

施設を比較するというのは、幾らか困難なところがあるかなというふうに思っております。 

 さて、入館者についてでございます。先ほど議員のほうから数の御紹介もございました。幾ら

か出展の資料が違う関係で差異があるかもわかりません。その点は御容赦をいただきたいと思い

ます。 

 ピーク時には２,０００人を超えておったようでございますが、平成２６年度は８５３人、平

成２７年度は８８５人、２８年度は６２２人、昨年度は５２０人と減少傾向が続いております。

「ゆ・ら・ら」からの誘客も多いように、我々のほうは聞いているところでございます。 

 次に、維持管理の状況についてでございますが、平成１９年度から指定管理者制度を導入し、

現在は株式会社サンエムが指定管理者となっているところでございます。平成２６年度以降の維

持管理の経費についてお答えをさせていただきたいと思いますが、指定管理者への委託料が年間

２６０万円となっております。それとは別に、維持補修費として、平成２７年度に合併処理浄化

槽の移設に約１,８６０万円。平成２８年度に看板補修でございましたが、これに約２０万円。

昨年度は、トイレの修繕として約７０万円を要しておるというような状況でございます。 

 展示物やその内容についてでございます。開館当時からそのままであって、更新は行っており

ません。御指摘のとおりでございます。また、前中谷町長が、この議会答弁で、ちょうど４年前

でございます。答弁された水源とは違う観点での誘客対策はということでございますが、この点

につきましても、現時点では対策をとっていないというのが現状でございます。 

 現在、存在が薄れてきたとの御指摘でございますが、確かに入館者は減少してきておりますの

で、その原因については、行政にも当然あるというのは了解をしているところでございます。後
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ほどまた、お話もあるかと思いますが、幸い昨年私が就任してからでございますが、昨年の

１１月には、株式会社サンエム様から、そして、翌月の１２月には、吉賀町の観光協会のほうか

ら、それぞれ御提案をいただき、提案書をいただいておるということでございます。 

 具体的には、リニューアルの御提案でございますけど、こちらの双方に、私も目を通させてい

ただきました。事細かに御提案を受けているわけでございます。ほかのイベント、地域のイベン

トともタイアップをさせていただいて、水源会館が活性化するように、担当課を中心に協議をさ

せていただくということを申し上げておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  展示物について、いろいろ、先ほど意見を申させていただきまし

たが、水源とか、高津川に全く関係のない展示物があるというふうに申し上げましたが、この一

例上げますと、１階に紙でつくった龍があります。これは大蛇でなくて龍であります。この龍は、

ドラゴン神話伝説とかいうネーミングで、紙でつくった龍が上から機械によって舞い下りてくる

というふうな設定になっておりますが、ところが、実は、今、この機械が故障しておりまして、

全く動いておりません。落ちないように上に引き上げて、吊ってあります。そういう状況です。

だから、当初は龍が舞い下りるというような形でなってたかわかりませんが、今は全くそのあれ

がありません。 

 そして、これも龍というのは中国の伝説のものであり、早く言えば高津川水源とは全く関係な

いものであります。世界のドラゴン伝説ということで、これを展示したそうです。紙だそうです。 

 現在は、それ機械が壊れて下りないということで、現在は、水源祭りに使われましたわらでつ

くった大蛇を、これつくられた方の御厚意で展示をしてあるということですが、実は、これは水

源祭りで、水をしっかり含みますので、わらに虫が入るそうであります。これは本当に問題だと

言っておられました。 

 また、水源会館と言いながら、抜月神楽の衣装とか、あるいは七日市の奇鹿神社の神輿、申し

に使用された御膳とか、イノシシの頭蓋骨とか、和紙の製造に使われた大樽とか、あるいは般若

の面とか、星坂地区の写真とか、この高津川の水源会館とは、およそ全部が全部かは、私もわか

りませんが、ある方に言わすと全く無関係な展示があるそうであります。特に、私も行ってみま

したが、２階はほとんどそうであります。２階は、水源とは全く関係ないような展示品ばかりで

あります。 

 これではなかなか、初めて行かれた方も水源会館、吉賀町は水源の町であるということを期待

されて、その水源にまつわるものを求めて水源会館に行くわけでありますが、要するに、水源会

館プラス、どっちかといえば歴史民俗資料館的な、今、館になっております。これは名前倒れと

言われても仕方がないと思います。 
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 この一例は、実は広島女学院大学の生徒さんが、昨年８月１０日から１８日まで滞在されまし

て、この水源の町吉賀ということで学習をされまして、水源会館、公園、奇鹿神社、八町八反の

湿田、あるいは抜月神楽等を１週間滞在されまして、ここで勉強されたそうなんですが、ここの

感想もこういうふうに書いてあります。「玄関にある紙の龍がありますが、世界のドラゴン神話

は水源祭りの龍とは趣旨が違う」と。「龍と大蛇とは違うんだ」ということを女学院大学の生徒

さんも言われています。 

 それから、「水源会館なのだから、水源に関することのみを本来は展示するべきである」とい

うことを、実習報告ということで投稿されております。 

 本館は、建設自体はとても立派で、１年以上の歳月と１億５,０００万円が費やしていると。

そこまで立派な建設物をつくっておきながら、なぜ肝心の展示品はここまでなのか疑問であると

いうことも述べられております。つまり、そういうような大学の生徒さんが来られましても、本

来の水源会館ではないと。期待外れだったということを素直に述べられております。 

 水源会館を語るに、河川争奪と田野原地区の八町八反湿田というのは、これは切っても切れな

いわけでありますが、これを誰に聞いても水源というのをあらわすためには、深谷川上流の河川

争奪。それと田野原の八町八反湿田。これは絶対は欠かせないものだと。これがあってこそ、今

の水源があるんだと。大蛇ヶ池あるんだということを言われております。 

 ところが、これに関する資料とか、展示品が本当にありません。なぜ大蛇ヶ池が水源になった

かというと、申すまでもありませんが、河川争奪で浸食の強い川のほうに浸食の弱い川が巻き込

まれて、早く言えば河川争奪によって、水の流れが日本海側に行かなければならないのが、瀬戸

内海側のほうに流れ出したためであります。 

 それによって、泥が堆積し、今の田野原地区にある八町八反という湿田ができたと。それによ

って河川争奪があったために、水源が本当は山の奥のほうにあるのが水源ですが、みんなの目に

見える水源公園にある大蛇ヶ池が高津川の水源になったと。そういうふうにはっきり資料にはあ

りますが、そのことが詳しく載っておりません。 

 また、ちょっとお聞きしましたが、田野原の八町八反水田には、おしも伝説という、これは吉

賀町の昔話に載っておりますが、出ておりまして、そのことが田野原の八町八反の湿田は、深さ

が４メートルあるそうです。普通は、稲作をするのは素足で入るんですが、埋まるために両側に

竹を敷いて、その上におしもさんという女の子が、竹の上を伝って田植えをされていたそうなん

ですが、足を滑らしてその湿田に落ちて、命を落とされたと。そういう悲しい伝説があるんです。 

 そのことが地元の方は知っておられて、おしも地蔵さんというお地蔵さんが田野原にあるそう

です。今でも皆さんが祀られて、供養されているそうなんですが、そういう悲しい吉賀町には昔

話があるんです。これが六日市町の昔話とあるんで載っておりますので、地元の方は知っており
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ますが、おしも地蔵さんという、そういうふうな、本当に水源に関わるような、本当に悲しい事

実や、そういう河川争奪とか、水源に関わるような展示物が非常に少ない。これが入館者が少な

い一番大きな原因だと思います。 

 これ、教育長にお聞きしたいんですが、通告しとりませんが、実は益田市の高津小学校とか、

吉田小学校は、年に１回必ず水源会館のほうに見学されているそうです。肝心の吉賀町は、生徒

さん全員が水源会館に行かれていますかね。私は、行かれてないと思います。 

 水源の町の吉賀町の子供であれば、一遍は水源会館に行って、吉賀町は水源の町だと。なぜそ

うなんかということを勉強すべきだと思うんです。確か開館のころは割引があったりして、行か

れたことがあるかもわからんですが、最近、小学生が、各学校の生徒が水源会館を見学したとい

うようなことは、あまり聞いておりません。 

 ところが、益田の高津小学校とか、吉田小学校は年に１回、大型バスで必ず水源会館に来て、

水源公園に来られて学習をされるそうです。こういう取り組みも地道なことではありますが、私

はすべきだと思います。 

 先ほど町長が観光協会とサンエムのほうからリニューアル案というのを提示していただいたと

いうことがありますが、私もいただきましたが、実は、観光協会が、昨年の１２月に、町からの

要請を受けて提出をされております。それに比べて、サンエムのほうは昨年の１０月、それから、

その前は昨年の２月。それ以前も過去５回、この水源会館について、リニューアルについて申し

入れと言いましょうか、提案をしているということなんですが、これに対してサンエムのほうか

らは、町のほうからは何にも提案したことに対しての返答がないということでありますが、過去

５回もリニューアルについて、真剣にサンエムさんのほうで検討されて、いろんな皆さんの意見

を聞いて、リニューアル案を出しているにも関わらず、１回も返答がない。それについての理由

をお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  展示物をはじめ、いろいろ御注文いただいたところでございます。 

 もともと水源会館、平成７年にオープンをしたということでございますが、名前こそ水源会館

という名前でございますが、もともとあの当時、設置をした趣旨は、地域の歴史と文化を知って

いただく。こういったふれ込みで設置をした建物でございます。 

 そうした中で、御指摘のありますような水であったり、水源であったり、河川であったり、当

然、河川争奪を含むわけでございますが、そういった色合いの展示物とか、周知の方法が少なか

ったんだろうと。そうした中で、なかなかこの捉えどころのない展示物が１階、２階にあって、

何を一体あの建物が、御来場いただいた方に訴えているのかがはっきりしなかたというのが一番

の原因でございます。 
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 その中で、展示物の変更等もせずに、こうして２３年たったということで、非常に反省が多い

わけでございますが、展示物、展示内容でいろいろ賛否両論、特に御指摘をいただいているとい

うことは承知しているところでございます。 

 それから、その後ありました小中学校の生徒の皆さんのことでございますが、お話ありました

ように、益田市内、それから津和野町内の小学校から数校、毎年水源を訪ねて学習をしていると

いうことは事実でございます。水源会館内には、田野原地区のお話もございましたが、農業の歴

史、あるいは使用した農具の展示も数点あるわけでございますので、そうした説明をしながら見

学をしていただいているということでございます。 

 残念ながら町内の小学校・中学校、児童・生徒の皆さんが足を運ぶ機会が少ないんだろうと思

いますけど、ここは町内にいらっしゃる児童の皆さんにも、生徒の皆さんにもしっかり地元の歴

史等を知っていただくということでは、やはりまた検討していく必要があるだろうなというふう

に思っております。 

 それから、提案書の件でございます。私が就任する前のところでも数回あったようでございま

すけど、ああして就任後もサンエムさん、それから観光協会のほうからそれぞれ提案をいただい

ております。 

 私もゆっくり拝見をさせていただきましたが、本当事細かな提案でございまして、対比をする

必要もないのかもわかりませんが、いろいろこう見比べてみますと、やはりそれぞれの思いがあ

って、特色がある内容でございまして、それを個別にお話をすることというのは非常に困難でご

ざいます。 

 今、企画のほうへ、残念ながら今年度の当初予算にはその内容が反映されていないわけでござ

います。時間をかけて、そこはしっかり精査をしていかなければならないということでございま

して、昨年いただいてから、今、担当の課のほうには、内容の精査も含めて関係をする、特に提

出をしていただいたサンエムさん、それから観光協会さん、あるいはそこに勤務しておられる方、

地元の方、こういったメンバーで一度意見を集約するような、そういった機会を持ったらという

ことで、今、指示もしておるところでございます。 

 観光協会からいただきました提案書につきましては、昨年の１２月ということでございますが、

拝見いたしますと、観光協会さんのほうはヒアリングを行っている。行政もそうですし、それか

ら指定管理者、それから観光関係で従事をしておられる、そういった幅広の方にヒアリングをし

て、それから来場された方にアンケートもして、そうして問題点を整理をしておられるというこ

とで、施設の強みと弱みを、まず整理をしなさいというような、どうも書きぶりではないかとい

うことで、後半の部分は具体的な基本計画、コンセプトを含めて御提案をいただいておるといこ

とでございます。展示の内容もしかりでございます。 
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 それから、サンエムさんからいただきました内容、これも当然事細かに展示内容とかいろいろ

あるわけでございます。基本的な考え方も、ここにもいろいろ書いてありまして、先ほど私も言

いました。種々雑多な展示があるわけなんで、あれもこれもという状態で、一つに特化をしたほ

うがいいんではないかということで、具体的には河川争奪をベースにした川の成り立ちのところ

を、しっかりＰＲしていけばいいのではないかというような提案ではないかと思います。 

 そういったことが、二通り提案をいただいておりますけど、それぞれの思いがあるわけでござ

いますので、先ほど申し上げましたように、関係をする機関、組織、あるいは個人も含めてでご

ざいますが、そういったところでしっかり意見調整するようにというところから、まず手がけて

いきたいなというふうに考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  指定管理制度につきましては、また、あす質問があるようでござ

いますが、指定管理につきましては質問しませんが、水源会館だけに特化して質問させていただ

いておりますが、サンエムさんの話を聞きますと、ことしの６月に、また、契約についての話し

合いがあるということですが、毎年、３０万円ぐらいの赤字なんですが、引き続き、水源会館も

含めて、サンエムとしては何とかやっていくという強い思いを語られておりました。 

 指定管理者さんに任せるのではなくて、ここは行政が２３年間も放ったらかしにしておったこ

とを、町長は、先ほど今、検討するとか、早急に話し合いするとか。既にサンエムさんから提案

とか、観光協会出ておるとか言われましたけど、ここに至っても、今の答弁聞きますと、今から

検討するといふうに、私はお聞きしました。 

 これでは前に進みませんよ。もう２０年以上も、放ったらかしということは大変失礼しました。

２０年以上も展示物、展示内容を更新もしなかった。お客さんから入館料を取る。しかも入館者

がどんどん減っていく。これに対して、何も対応してない。 

 ここ建って四、五年の建物であれば、私は、それはもうやむを得ないと思いますが、もう

２０年以上たって、まだ町長の答弁では、何か今から検討するとか、今から提言を受けて、いろ

んなことを話し合いを進めるとか。私は、余りにもちょっとスピード感がないというふうにお聞

きしますが、できれば今年度中には。 

 ６月に指定管理者の更新の話し合いがあるということなんですが、サンエムさんは引き続きや

るというふうに言われておりますので、指定管理者にサンエムさんなるかどうかわかりませんが、

誰がなるにしても、ここは今年度中には必ず水源会館はどうすうるんだと、こういうふうに持っ

ていくんだと、展示物についてはこういうふうに変えるんだと、そういうのをサンエムさんも観

光協会もみんな期待しているんです。 

 それについて、町長、厳しい言い方かもわかりませんが、もう今さら検討とか、何とかでも、
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水源会館については、いつまでに提案を受けて、リニューアルするんだと。費用対効果というこ

ともありますが、この水源会館自体が営利を目的とする会館ではないということも承知をしてお

りますが、しかし、このままでは本当に宝の持ち腐れ。 

 もう極論で言えば、水源会館は閉めるか、あるいは本当にリニューアルしてやるか、そのぐら

いの時期にきておると、私は思います。 

 私は、今、厳しい言い方とは思いますが、今年度中には必ずそういう方向を出して、指定管理

者さんのほうに示すんだと。そういうふうに、私はすべきと思いますが、町長、いかがですか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  大変厳しい御意見をいただきました。 

 そういう決断をしなければならないのは、水源会館だけではございません。たくさんあるわけ

でございますので、そこを全体的にどういうふうに考えていくか。バランス感を持って判断を下

していくかというのが大事なとこだろうと思います。 

 当然、水源会館については検討していきます。残念ながら、これまで蓄積がなかったというこ

とでございますので、そこができていなければ期待外れの答弁だったかもわかりませんが、今か

らでもやっていかなければいけない。当然、スピード感を持って、そこは対応していかなければ

ならないということでございます。 

 新しい指定管理者の選定、今、まさに事務方のほうが精査をしていただいて、間もなく公募の

開始時期になろうかと思います。申請、応募者があれば、それなりの手続きを踏んで、議会のほ

うにお諮りをして、来年度の４月１日以降、向こう５年間、基準年限でございますが、ここをお

任せをするということになるわけです。 

 ですから、今の段階で、その方向性が定められていないわけでございますので、水源会館、ま

ずは現状のままで、まず公募等をさせていただいて、その中で、当然、応募者のほうからは、ど

ういった事業が展開できるかという提案もあるわけでございますので、そこをしっかり見極めて

選定をさせていただきたいと思います。 

 それから、スピード感がないというのは現実の問題でございますので、そこを否定するつもり

は全くございませんけど、今年度中、あるいは来年度のうちにというお話もございましたが、そ

れは関係者の皆さんとしっかり膝を交えた議論の中で、どうしていくのが一番ベストなのか、し

っかり精査をさせていただいて結論を持っていきたいというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  町長、水源会館だけではないと。見直すというのはほかにも多々

あるんだという御指摘もごもっともでございますが、サンエムさんの中では、水源会館が一番大

きいウエイトを、受託料も一番大きいし、また、いろんな面で一番大きいのが水源会館でありま
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す。 

 水源公園のことは、今回、申しませんが、既に５回も見直し案と言いましょうか、町のほうに、

担当課のほうに５回もリニューアル案を提言をされておられますので、本当に真剣に出されてい

るものについて検討すると。検討してこれはどうかと。これはできない、これはできるかもしれ

ないとか、そういう答弁をするのも、返答するのも当たり前と思うんです。いまだかつて１回も、

５回もリニューアル案を出しておきながら、町のほうから何の通知もないということをサンエム

さんから非常に厳しく指摘されましたが、これも、町長、スピード感と言われましたけど、もう

スピード感どころか、本当に、私は、行政が水源会館に対して見捨てるというような気もいたし

ます。 

 そういうことを、本当に町の貴重な資源でございます。後世に残さないけんことでありますの

で、何とか入館者がふえるような、また、水源の町としてキャッチコピーをしておりますので、

水源の町にふさわしい高津川水源に関する展示物、展示内容をすることによって、この水源会館

の利用を高める。吉賀町を全国に発信すると。そういうふうにしてもらいたいと思います。 

 最後になりますが、くどいようですが、サンエムからも何度もリニューアル案が出ております

ので、本当に真剣に目を通し、みんなで検討をし、そして、サンエムさんのほうにも、観光協会

にも、そういう検討結果を報告すると。それをぜひお願いしまして、質問を終わりますが、町長、

何かありますか。なければ結構です。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  繰り返し申しておるとおりでございます。せっかくいただいた貴重な、

貴重な提案書でございますので、先ほど言いましたように、関係機関、団体等としっかり調整を

させていただいて、しかるべき方向に持っていけるように頑張ってまいりたいと思います。 

 それから、観光の面では、これまでも何回か紹介をさせていただいたと思いますが、水源会館

のリノベーションについての御提案を別途いただいておるところでございます。そういったとこ

もしっかりすり合わせをしながら対応をさせていただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  大変失礼なことを言いましたが、以上で質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  以上で、４番目の通告者、３番、桜下議員の質問は終わりました。 

 ここで、１０分間休憩します。 

午後１時43分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時54分再開 
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○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 ５番目の通告者、７番、河村隆行議員の発言を許します。７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  私は、２点通告してあります。町長に、交流イベントと観光事業

ということについて、これは３点に分けてお聞きしたいと思っております。教育長に、夢ゆめ企

画ということについてお伺いしたいと思います。 

 まず、交流イベントと観光事業ということで、年間を通じていろいろなイベントが実施されて

おります。夢・花・マラソンや水源祭り、花火大会、野外音楽会、神楽大会、農業文化祭、この

ほかにもたくさんのイベントがあると思います。実行委員会など、主催される団体は違うと思い

ますが、町からも事業費や補助金などが支出されています。 

 一番大事なことは、町民に喜んでもらえているか、潤いやゆとりを感じてもらえているかでは

ないかと思います。町に来られた人だけ、参加された人だけが楽しんでおられるイベントではな

いか、点検や評価をし、今後に取り入れるべきと思います。 

 そこで、各イベントの参加や交流者数、町内への経済的効果、問題点など把握されていれば、

まず、お伺いいたします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、交流イベントと観光事業について、まず、お答えをさせてい

ただきます。 

 議員御指摘のイベントにおいて、町が参加する形の実行委員会形式で行っているイベントは、

よしか・夢・花・マラソン、ふるさと夏祭り、きん祭みん祭農業文化祭でございます。 

 まず、よしか・夢・花・マラソンでございますが、去る４月２９日に行われたところでござい

ます。今回で１３回目の開催でございまして、参加者は１,５８３人、うち町内からは１０３人

の参加という状況でございました。 

 経済効果につきましては全体を把握できていませんが、よしか・夢・花・マラソンでランナー

に配付をいたします１枚２００円の買い物ができる夢花券、これの精算状況を申し上げますと、

平成３０年度では、１,２０４枚分に相当いたします２４万８００円が利用されているようでご

ざいます。そのほか、現金で購入されていらっしゃる方もいらしておるようでございます。 

 また、ゆ・ら・らを初め、各温泉で当日だけ利用できる無料の入浴券、この配付もしているわ

けでございますが、無料入浴券の利用者数は、ゆ・ら・らが３８２人、はとの湯荘が１０１人、

松乃湯が７２人となっております。 

 吉賀町からは、運営の補助金として、よしか・夢・花・マラソン実行委員会へ１８０万円の拠

出をしているところでございます。 

 よしか・夢・花・マラソンは、毎年１,５００人を超える参加がございまして、県内、県外を
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問わず、町外からの参加者が多いイベントとして定着をしているところでございます。 

 課題としては、町外からの来町者に対して、町のＰＲが十分できていないのではないかという

ふうに思っております。今後は、吉賀町のことも、もっと知ってもらうような新たなプランを考

えていくべきだというふうに考えております。 

 また、運営面におきましては、いろいろ課題を抱えての開催となっております。このことによ

って、ランナーあるいはスタッフの皆さんに大変な御迷惑をおかけしていることも十分承知をし

ているところでございます。この解決に向けて、関係者で検討していかなければならないのは当

然のことでございます。 

 ただ、この大会は行政だけで行っているわけではございません。町からの補助金を交付して、

関係機関、団体、あるいは個人の皆さんも参画をしていただいて、よしか・夢・花・マラソン実

行委員会が実質の主催者でございます。この実行委員会自体のその組織のあり方、あるいは運営

方法などについて、いま一度掘り下げて議論する時期に来ているのではないかというふうに考え

ているのも、私の、今、率直な感想でございます。 

 次に、ふるさと夏祭り、きん祭みん祭農業文化祭につきましては、参加者の人数は把握できて

ございません。 

 経済効果につきましても十分な把握はできていないわけでございますが、きん祭みん祭農業文

化祭出店者からの報告によりますと、平成２９年度の売り上げは、六日市会場で約１４１万

５,０００円、柿木会場が１４３万９,０００円となっております。 

 吉賀町からは、運営補助金として、ふるさと夏祭り実行委員会のほうへ３００万円の支出を行

っております。きん祭みん祭農業文化祭につきましては、町が直接予算化しておりまして、昨年

度は総額で１７１万円の支出となっているところでございます。 

 また、ふるさと夏祭りにつきましては、住民の主体的な企画運営による夏の交流イベントとし

て定着しておりまして、町民や、お盆に帰省された皆様を含めて、多くの方々の交流へとつなが

っているものと認識しております。 

 一方、課題といたしましては、当日のスタッフの確保や参加者のマナー、特にこれは夜間でも

ございますので、路上での駐車、あるいはその見学、こういったものの問題があるようでござい

ます。 

 きん祭みん祭農業文化祭につきましては、開催要綱において、町民による町民のための祭りと

して位置づけまして、町民が中心となる企画としていますので、十分喜んでいただいているので

はないかというふうに認識しているところでございます。 

 しかしながら、近年、出店を取りやめる方が見受けられるようになっておりまして、今後は後

継者の育成が課題になっているのではないかというふうに考えております。 
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 なお、通告書にもございました水源祭り、野外音楽祭、さらに神楽大会のような地域団体など

が行うイベントにつきましては、町としては、参加者等は十分な把握はできていないのが現状で

ございますので、申し添えておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  まず、夢・花・マラソンの件ですが、これは、あす、全員協議会

でも協議されるようになっておりますが、個別の問題点として、まず、朝、スタッフジャンパー

や合図用の旗が打ち合わせ場所になく、後から直前で配置場所へ届けてもらったと。２９番配置、

私なんですが、その付近の走路上に砂利等があり、直前に、ほうきで掃除をしました。それから、

２４番走路上附近でグレーチングが開いており、走ってこられたランナーより指摘がありまして、

すぐいろんなところへ連絡したんですが、なかなか対応が遅かったんではないかと思っておりま

す。 

 それから、危機管理マニュアルをいただいたんですが、そのようなマニュアルどおりに私たち

はやったつもりだったんですが、なかなか対応してもらえなかったと。これは、私が見たことや

聞いたことで、その後３つほど、これは後から終了後に他のスタッフよりお聞きしたんですが、

１３キロ地点での走路の打ち切りが問題になったと。それから、イベント開催の旗が道路上に倒

れかかっており車の通行の邪魔になった、大きな事故につながる可能性があったんではないかと。

これも、看板が取り残されておったというようなことを聞きました。 

 この夢・花・マラソンについては、あすの全員協議会でいろんな話をさせていただけたらと思

っております。 

 次に、陰陽神楽大会についてお伺いいたします。 

 吉賀町商工会青年部の皆さんが実行委員会で実施されておられましたが、大会見合わせという

報告がありました。町も、ふるさと応援寄附などで補助されていると思います。これまでの取り

組みや今後の取り組みについてお伺いします、という通告書を出してあります。 

 商工会青年部より、大会見合わせの報告は、集客数が年々減少し、赤字経営になっていると。

さまざまな改革や改善を行ったが、集客増加に向けて根本的な解決に至らなかったと。また、ス

タッフの人員不足があり、青年部での大会運営は困難な状況であるという報告がされております。

運営費の不足とスタッフの不足です。 

 この神楽大会への町のかかわり方についてお尋ねするのですが、先ほどの夢・花には１８０万

円の事業費が出ている、スタッフも２００名近くの皆さんにお願いしているんではないかと思う

んです。 

 神楽は、私たち先人が長年にわたって築き上げてきた歴史や伝統、文化、自然景観を受け継い

できていると思います。そして、このことを次世代に継承する責務を負っていると。このまちづ
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くり計画の中に、意義としてちゃんと初めにうたってあります。今までは、自分たちで守り、受

け継いでこられた、こういう伝統も難しくなったから、大変だから、何とかしてほしいという思

いだと思います。これを守るために、いろいろな方面より援助や協力をしてほしいということだ

と思います。 

 先ほども３番議員の質問の中に、水源会館の話ですが、水源の町と神楽の町で、吉賀町も観光

協会は話していると思うんです。このマラソンや、きん祭みん祭、花火も、合併後に始まったイ

ベントで、陰陽選抜神楽大会は４２回の歴史を重ねています。ここまでつないでこられるという

のは、本当に大変だったと思っております。 

 先ほども、町長、３番議員の質問で、各イベントにその理念とか目的が違うからと言われまし

たが、やはり守らなければいけない伝統文化、つないでいくというまちづくりのその一番最初に

捉えている部分ですので、もう一度、陰陽神楽大会、考えてみる必要があるのではないかと思っ

ております。 

 伝統ある祭りも全国的に大変なのは共通しておりまして、最近では徳島の阿波おどりもいろん

な問題が報道されました。伝統芸能を守り続ける責任や、続けてこられた商工会青年部の活動は、

本当に称賛されるべきだと思っております。 

 吉賀町は立地上、山陽方面からの観光客や、六日市インターを利用しての観光客が多いです。

山陽の方にもなじみの深い神楽という共通の文化を通じて交流を深め、観光客の増加や、移住・

定住など、いろいろな波及効果もあったと思います。また、子どもたちも、いつか自分たちもあ

の舞台に立って舞いたいとかいう大きな夢もあると思います。 

 他の市町村では、神楽大会を新たに始めようとか、いろんな取り組みをされております。浜田

市では神降臨祭といって８回目を数えるということですが、市内の１０企業や団体から実行委員

会をつくられ、山陰中央新報西部支社に本社内に事務局を置き、出演団体７団体で入場者数が

１,１００人じゃったと。益田のライオンズクラブが主催で、スーパー神楽競演大会とか、石見

銀山の石見神楽公演、温泉津の夜神楽、いろんな定期公演、まだ邇摩高校の石見神楽同好会は、

第４２回全国高校総合文化祭で８月にあるそうですが、長野県で出場されます。また、益田市の

道川社中は、全編英語で神楽をされました。江津の大元・石見神楽研究所という、石見郷土研究

懇話会という団体が立ち上げられたと。 

 いろいろと各地、神楽のつないでいく、起こしていくということで頑張られております。他町

村は、団体皆さんで神楽によるにぎわいを創出することに頑張っておられます。 

 選抜大会は８月だったんですが、今年中ということになれば、まだ時間もあるんではないかと

思うんですが、何とか町もつないでいくという、考えてみてはどうかと思うんですが、町長、い

かがでしょう。 



- 106 - 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  陰陽神楽大会の前に、先ほどの夢・花・マラソンのことで事細かに御指

摘がございまして、私も全てを承知しているわけでございませんが、大会の運営につきましては、

先ほど御答弁させていただいたように、いろいろ課題なり問題があるのは承知しているところで

ございます。 

 ただ、行政が当然中心的にやっていかなければならないわけでございますが、申し上げました

ように、実行委員会形式でやっている分でございますので、関係する機関、団体、個人も含めて

ございますが、実行委員会のほうでことしの開催についての内容を、しっかり反省会等もしてい

ただいて、来年の開催に向けて、いかようにしたらいいかというのを関係者にしっかりやっぱり

検討していただくのが、まず第一だろうというふうに思っております。それを見届けて、行政が

どういった形でかかわりを持っていけばいいのかということは、また所管をしております教育委

員会のほうと調整をさせていただきたいと思います。 

 それから、陰陽神楽大会についてでございます。陰陽選抜神楽大会につきましては、この５月

に主催者であります吉賀町商工会青年部を含みます実行委員会名で、ことしの大会の開催を見合

わせるとの報告がございました。背景といたしましては、御紹介にございましたように、入場者

数の減少やスタッフの人員不足等と聞いております。入場者数につきましては、商工会のほうに

照会をさせていただいておりますけど、ここ数年６００人から５００人台に減少し、一昨年は

５００人を割り込んで、さらに昨年は４００人まで割り込んで３６９人になったというように聞

いているところでございます。今後は、ほかの団体等へ運営を移行するということで検討されて

いると伺っておりますので、引き続き開催できることを期待しておるところでございます。 

 関係者のほうには、商工会青年部、実行委員会のほうから文書が配付され、私も頂戴しており

ますが、この中の文書にも、現在、青年部ではこのような要因を解決し、大会を開催できる有志

による団体、第三者団体へ運営を移行するよう検討しております、こういうふうに明記がしてあ

ります。この件につきましては、商工会の関係者の方も役場のほうにおいでになられて、そのよ

うな向きをお聞きしたところでございます。まずは、その検討の内容を、しっかり行政としまし

ては見きわめてきたいなというふうに思っております。 

 補助金のこともございました。吉賀町からの大会の助成でございますが、要望等もございまし

て、平成２７年度と２８年度に優勝賞金、それから参加賞について、わずかではございます、

１６万円の支出、１回の開催、支出をしておりますが、２９年度につきましても、当然予算措置

をさせていただいて、その額面の金額を準備しておりました。再三にわたって申請の手続をとる

ようにということで、関係課からもお話をさせていただいたようでございますが、結果的にこの

補助金の申請がなかったということでございますので、その点はお伝えをしておきたいと思いま
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す。 

 それから、今、お伺いしておりますと、通告の内容、私どもがちょっと感じ取る部分が違って

おって、答弁の内容が少しずれたかと思いますけど、行政がもっとかかわるべきかということな

のか、それとも財政支援をしっかりしましょうということなのか、ちょっとわかりませんけど、

その点、また答弁不足がございましたら御指摘をいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  続けるか続けないか、やはり町は、これが必要か必要でないか、

いろいろと何か一つの基準を持って考えるべきだと思っております。そのときに、先ほど申しま

したまちづくりのところであります、先人たちが長年にわたって築き上げてきた歴史と文化、伝

統を受け継ぎ、次世代に継承すると、今までは、皆さんで受け継いで守ってこられたと思うんで

すが、これが難しくなったから、いろんな補助をもらって受け継いでいきたいという思いだと思

うんです。そのときに、花火大会にも、夢・花・マラソンにも、いろいろと町も大きくかかわり、

財政支援もされて、事業費も出されております。本当にこういう神楽をつないでいこうと思うの

なら、しっかりここも同じような補助が要るんではないかと思っております。 

 先ほど町長が言われましたように、吉賀町の補助金交付規則の中に、神楽競演大会補助金とし

て、交流人口の拡大を図り、賞金や出演料、その他、町長が補助することが適当であると、必要

と認めた経費を交付するという内容があります。もう少し、今、聞きますと、何年か前から、も

う入場者数が減り、大変な運営をされていたというのがわかりますが、早い段階で町もかかわっ

ていけたのではと思っております。 

 先ほど申しましたように、８月で限定しなくても、年内での開催とか、いろんな、まだ、やる

気になればできるんではないかと思っておるんですが、その辺の町長の決断を、あれば、できる

と思っておりますんで、お願いいたします。 

 次に、もう１つ、観光協会のことで。いろんな交流イベントや事業など、それぞれの、今、主

催される団体や実行委員会は変わっておりますが、それをどうしても一つの窓口、いろんなコー

ディネートできたり、調整できたりするのではないかと思いまして、いろんな宿泊、温泉、公園

やスポーツ、有機農業など、町内のあらゆる資源、これを一つにまとめてコーディネートし、売

り出していくとか、そのときにばらばらで、実行委員会がばらばらで何するより、観光協会とい

う一つの団体が取りまとめていかれたらどうかと思って提案させてもらいました。 

 これも、観光協会にも補助金として拠出されておられますが、この観光事業の一元化を企画課

と連携しまして進めていけばいいのではないかと思っております。 

 そして、観光協会の一般社団法人化をし、町との連携を強化する、県内２２の観光協会の中で、

１１の協会が一般社団化されました。近隣では、大田市、浜田市、益田市、津和野町などです。 
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 益田市も、けさの新聞にも、課長さんが観光協会へと、ことしの５月に一般社団法人化されて、

観光協会との連携を強化するという報道がされております。そして、いろんな文化資源を発信し

たり、観光客の誘致を図るというような報道がされております。 

 吉賀町も観光協会を法人化し、本当にいろんな、先ほどから話が出ました水源会館、それから

今の夢・花・マラソンとか、いろんなイベント事業がありますが、これを法人化された観光協会

で一つにまとめて考えてもらうというのはどうかと思いまして、提案させてもらいました。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  まず、前段の神楽大会についてでございます。 

 決断をしなければならないのは、町のほうなんでしょうか。私はやはり、これまで頑張ってこ

られた実行委員会、商工会の青年部、これが、先ほど御紹介しましたように、もう１回、第三者

のほうへ運営できるように頑張ってみましょうと、こういう気持ちを持っておられるわけですの

で、やはり行政がそこへ踏み込んでいくというのは、これは私はいかがなものかなというふうに

思っています。 

 ですから、実行委員会、特に商工会の青年部の方が、本当に数十年、頑張ってこられた。今ち

ょっと下火になっているけど、苦しいけど、今からもう１回立て直しをしたいということで頑張

っておられる現実があるわけでございますので、私は、行政の立場は、今、それをやっぱりしっ

かり見守ってあげるのが、今の現実の行政としてのスタンスのとり方だと思います。 

 財政支援のお話もございました。１６万円じゃ少ないと言われれば、確かにそうかもわかりま

せん。じゃ、吉賀町がこれだけ補助金を準備するのでやりなさいと、この手法は、私はだめだと

思います。主催団体、実行委員会が、こういう形でやりたいんで、行政もここまで支援をしても

らえないだろうかと、スタッフも含めて、こういったやっぱり気持ちが見えれば、私はその支援

を惜しむものではございません。 

 それから、以前、商工会の方が、今回のこの件で役場においでになったときも、いろいろお話

もさせていただきました。仮に、今から第三者の受け皿が見つかって、神楽大会をもしやれば、

やはり今までの手法とは変えていかないと難しいんじゃないかと。吉賀町がやっております、旧

六日市時代から選抜大会をやっておりましたけど、ああして、もう広島、特に島根県の西部、そ

れぞれの市町で同じような大会がたくさんあるわけです。ですから、神楽の競演大会なり神楽大

会を吉賀町としてやるんであれば、神楽を地域振興とか地域活性化にどういった形で落とし込ん

でいくのか、イベントの中に。そこも、それこそコンセプトをしておかないと、同じことをやっ

たら、同じことの繰り返しに私はなると思います。 

 ですから、私は、今、本当、商工会青年部、実行委員会、大変な時期ではございますが、やは

りしっかりそこを見きわめていただいて、次なるステップをぜひ我々行政のほうにも示していた
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だくことを私は大いに期待をしております。 

 それから、後段、観光協会についてでございます。観光協会の体制強化、それから育成を目的

といたしまして、平成２７年度から専従職員の雇用費を助成させていただいております。 

 ３０年度の事業計画は、機関誌、あるいはＳＮＳ等を利用したイベント情報を初めとした町の

情報発信、観光関連施設管理者との連携による周遊システムの検討などを行うこととしておりま

すが、特にＳＮＳを利用した情報発信に大いに期待をして、今回、補助金も今年度から増額をさ

せていただいたところでございます。 

 一方、一部ではありますが、イベントの問い合わせなどにも対応していただいておるわけでご

ざいますが、なかなか現在の人員体制を含めて、観光協会様の体制では、今以上の業務を担うと

いうのは、やはり困難だというふうに感じております。必要に応じて協議を行いながら、観光施

設を、横のつながりを持っていただけるような、そんな観光協会、あるいは行政で言いますと、

そういうセクションがございますので、横の連携をしっかりとっていくような策を練っていかな

ければならないというふうに思っております。 

 一般社団法人化の話もございました。一番近いところでは、益田市さんが法人化をされて、そ

れから、けさ新聞に出ておりましたけど、市役所のほうから職員、課長級を派遣するということ

でございます。これも、じゃ、吉賀町がどうかということでございますけど、なかなか今の人員

のこともございますが、まずはその派遣先の観光協会自体がその体制を、受け皿をしっかりつく

っていただくことが、やっぱり先決だと思いますので、そこは、法人化のことについては、今か

らしっかり横の連絡をとりながら、その時期が来れば、そのような手法もしっかり考えさせてい

ただきたいということを申し添えておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  競演大会の件ですが、私も始まった当初から見ていたり、商工会

の方が頑張られたり、企業の方が頑張られて続けてこられたというのを見ております。この競演

大会を目指して、町内の白谷神楽社中とか、抜月の神楽社中、黒淵、いろんな社中の方々が目標

にされてきたかもしれません。頑張ってこられて、あそこへ出るんだと。 

 子どもたちも、先ほど申しましたように、それを見て、祭りのときでも、その一生懸命その舞

を見て倣って覚えて、私もあのステージに立つんだという、そういう目標を持って、やっぱり陰

陽神楽大会というのへ、舞台へ立つんだという思いがあったかもしれません。 

 だから、私は何とかそういう地元の人たちが、子どもたちが思いを持っているのなら、それを

かなえてあげる、途絶えるのではなく、何とかここをつないでいってあげるのも町の仕事じゃな

いかと私は思い、これをどうしても続けていくということにこだわるというわけじゃないんです

が、一旦、何されたら、なかなかもう一遍復活するというのも大変だと思いますし、何とかつな
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ぐということができないのかというのをお願いできたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  繰り返しになるかもわかりませんが、商工会の青年部の方を中心に、次

なる道を今、模索しておられるということでお伺いしております。こうして文書も届いておりま

すので、まずはやっぱりそこをしっかり見守っていきたいなと思っております。 

 その上で、幾らか準備ができて、次に向けて光が見えてきたということになれば、これはやは

り行政としてかかわっていく、地域振興、地域の活性化とか、情報発信をする大きな大きな財産

でございますので、そこは時期が来れば協力を惜しむものではございません。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  どんなイベント行事も、私は町民のためにあると思っております。

ここに住み続けたいと実感できること、楽しいことやうれしいこと、優しいこと、安心できるこ

と、これらを感じてもらい、ここに住んでもらえる。でないと、いろんな行事もイベントも長続

きすることはないと思っております。 

 そして、参加者だけが楽しむイベントではなく、スタッフも応援する、町民の皆さんも、皆さ

んが楽しく笑顔になれるような、そんなイベントにならないと、本当に意味がないと思っておる

んです。 

 そのことがリピーターとなり、またスタッフの参加にもつながり、楽しくて優しい町となり、

定住へとつながっていく。まず、スタッフがそろい、安心できる大会が担保された上で、それを

確認した上で、適正な参加者を募る、私はこれが逆になると、大変な大会になるのではないかと

思っております。 

 次に、２点目に移ります。 

 教育長にお伺いいたします。夢ゆめ企画についてですが、１月２２日から２４日にかけて行わ

れました企画、夢ゆめ企画の黒板ジャックと、これについて、先生や生徒、地域の方々、教育委

員会の方々の感想、また今後の予定等について、通告書に出させてもらっています。 

 これは私も知りませんでしたが、柿木中学校の校長先生より学校だよりをいただき、夢ゆめ企

画だということが後日わかったんです。サンエムのテレビや子どもたちに話を聞きまして、楽し

かったという、驚いたという感想を聞きました。 

 そして、ここに書いてあるのを読ませてもらいますが、１月２４日の朝、各教室の黒板いっぱ

いに見事な絵が描かれていました。これは、武蔵野大学生の６名が前日夕方から取り組んでくれ

た作品です。自由な発想を通して豊かな感性を養いたいと、教頭先生が企画され、吉賀町教育委

員会夢ゆめ企画、武蔵野大学、旅するムサビがコラボし、地域の皆さんの協力も得ながら実現し

た、すばらしい学びの場、驚きと感動のある活動となりましたという学校だよりが届きました。 
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 私も、サンネットのニュースに出まして、見させてもらったんですが、本当、子どもたちが生

き生きとして、本当に楽しそうに生徒と触れ合うのを見まして、本当にいいことだなと思いまし

た。 

 まず、教育長に、先ほどのいろいろな先生方や子どもたちの感想等が入っておりましたら、ま

ずお聞きいたします。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  それでは、議員御質問の夢ゆめ企画事業についての感想ということで

お話を申し上げます。 

 先ほど議員もおっしゃいましたように、黒板ジャックとは、子どもたちが下校した後に、夜中

のうちに黒板いっぱいに絵を描いて、朝来た子どもたちを驚かそうという趣旨で行うものでござ

います。 

 私も、黒板ジャック当日、学校のほうへ行きました、こっそりと。雪が降る寒い日でございま

したけど、登校してきた子どもたちは、その各学年ごとに黒板いっぱいに描かれた見事な絵に、

まさに興奮のるつぼ、学校全体が本当に揺れ動くような、そんな感じさえいたしました。子ども

たちは大変喜んでいます。また、地域の皆さんも見にきてくださいまして、皆さん、同様に驚き

の声を上げておられました。 

 また、ここで大変うれしかったのが、食生活改善推進委員さんが、夜遅くまで絵を描いてくれ

る武蔵野美術大学の学生たちに郷土料理をふるまってくださいました。武蔵野美術大学の生徒た

ちは、ふだん食べたことのないような、そういうような愛情のこもった郷土料理ということに、

これも大変喜んでいただきまして、柿木村のすばらしさということを感じて帰られたというふう

なのを聞いております。 

 こういうふうなこと、子どもを地域で育てるという意識の高揚にもつながったと思って、今回

の黒板ジャックは大変意義のあった企画だったと、そのように思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  そこで、この６月議会に提案されました伊藤博子先生の作品展に、

この秋の作品展に、町内の小中学生が先生のお話を聞けたり交流されるというのを、この前の議

会のときに教育次長さんが言われたと思うんですが、本当にいいことだと思っております。生徒

にもかけがえのない課外授業、いろいろかなえてあげたらと思っております。いろんな要望等が

教育委員会にも寄せられているかどうか知りませんが、もしあったら、発表してもらえたらと思

います。 

 また、去年の４月に新彫刻の道の除幕式があり、澄川先生や学芸員の先生方の、子どもたちが
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説明を受けたり、作品に触れたりし、楽しそうな課外授業を見ることがありました。本当に芸術

や文化に触れることは大切なことなんだなと感じました。先ほどの伊藤先生の作品展でも、しっ

かりとそういう作品に触れて、先生とお話ができるような機会が持てて、本当にいいんではない

かと思っております。 

 また、先ほどの３番議員の一般質問の中で河川争奪の話が出ましたが、やはり私たちが住んで

いる高津川流域の自然、成り立ちといいますか、本当、何万年も前に大井谷が、地すべりが引き

金になったのではというような、河川争奪が起こったのではないかというような話も書物にあり

ます。そういう、本当、昔のこと、それがあって今の高津川があるというのを、大きな郷土の勉

強になると思いますので、そういう勉強とかいろいろな課外授業、これからも企画してほしいと

思うんですが、教育長、どうでしょう。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  議員がおっしゃるように、なかなかこうした小さな町では、本格的な

芸術、美術ということに触れ合う機会というのは少ないというふうに思っております。 

 今回、こうした黒板ジャックというふうな試み、これは子どもたちの大変大きな思い出になっ

たことだろうと思います。こうした美術を通じまして、子どもたちの想像力を高めるきっかけに

なれば、これにまさるものはないと思っています。 

 もちろん、そういうことを目的としまして、この夢ゆめ企画というのをしたわけですが、ちょ

っと話が前後いたしますけど、この夢ゆめ企画の全体について、ちょっとお話を申し上げたいと

思います。 

 平成２９年度、昨年度からこの事業が始まりまして、子どもたちがわくわくするような学習機

会、または学校の先生方が授業力を上げるようなそうした研修、そういうふうな企画をお持ちで

あれば、町のほうから経費のほうの支援をいたしましょうということで、総額１５０万円を予算

化させていただいております。 

 昨年度、２９年度に実施しました夢ゆめ企画は、このたび、今お話があります柿小、柿中の黒

板ジャックのほかに、蔵木小学校は和太鼓名人になろうという企画で、和太鼓奏者に御指導いた

だきまして、蔵木小学校全校児童がすばらしい演奏を行うようになりました。このことが蔵木音

頭の制作にまで波及をしております。また、六日市小学校では、教員の特別支援教育のその授業

の力量を上げるための専門研修会などを夢ゆめ企画で２９年度に実施しております。 

 そして、今年度の予定でございますが、蔵木小学校に引き続いて、和太鼓名人になろうという、

そういうこの事業の継続、そして六日市小学校、七日市小学校、柿木小学校、柿木中学校での教

師の授業力を上げるための独自の研修、そうした取り組み、そして、よしか塾と柿木中学が合同

で企画いたします化石の体験学習、こういうふうなものを現在予定しております。 
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 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  町長も御存じだと思われますが、染谷香理先生、日本画の。伊藤

先生の御親戚。柿木のデイサービスセンターと、それからふれあい会館に大きい絵が飾ってあり

ます。この前も、江津の今井美術館で院展があり、寄らせてもらったんですが、本当に先生、私

は見させてもらったんですが、先生がもしこちらに帰られたりとか、いろんな機会がもしあった

ら、いろんな課外授業とかを受けられたらどうかと思いまして、教育長のほうにもお願いしたら

と、思っております。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、５番目の通告者、７番、河村隆行議員の質問が終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  ここで１０分間休憩します。 

午後２時44分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時55分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き一般質問を再開します。 

 ６番目の通告者、９番、河村由美子議員の発言を許します。９番、河村由美子議員。 

○議員（９番 河村由美子君）  本日の最後でございますので、よろしくお願いします。 

 私は、１点通告してございますが、まず質問の前に一言申し上げたいことがありましてお許し

をいただきたいというふうに思います。 

 ３０年度の町長の所信表明で、第２次まちづくり計画に沿っての第１項目に、快適で安全に暮

らすまちづくりということであります。住民の安心安全という観点で、私が申し上げることは小

さな事案かもしれませんが、春ごろから町内でマダニが取りつかれたとか、また病院に行ってマ

ダニをとってもらったとかいう方が数人おられたわけです。そうした中で、私も１２日に家族の

ほうがマダニが取りついて、それは皮膚ではなくて作業着の上でございましたが、そういうこと

がありましたので、役場の担当課のほうに、多分２時ぐらいだったと思うんですけれども、電話

を入れて、担当課が違うよというようなこともありましたけれども、いわゆる農作業をする際に

注意喚起をページング放送で流してほしいというお願いをしておいたんですけども……。 

○議長（安永 友行君）  河村議員、ちょっと待ってください。通告にないのを全然、枕ぐらいか

と思ったら全然中身があるやつで。 

○議員（９番 河村由美子君）  予算に関係がありますから。 

○議長（安永 友行君）  予算に関係があるって、通告にないことは一般質問ではできないことに
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なっていますので。 

○議員（９番 河村由美子君）  少しだけお許しを。だから、お断りしたんですけれどもね。 

○議長（安永 友行君）  いやいや、許すわけにはいかんです。長過ぎますよ。 

○議員（９番 河村由美子君）  それでは、途中で組み込みということでさせていただきますので。 

○議長（安永 友行君）  はい。元に戻してください。 

○議員（９番 河村由美子君）  いずれにしましても、町長が立派な明言をなされている割には、

職員の危機管理も足らないんじゃないかなということの中で、今後の質問の中へ組み込みさせて

いただいて、質問の本題に入ります。 

 事業予算についてということで通告しておりますので、子育て支援に多額の予算を、世間では

ばらまきだというふうなことも言われておりますけれども、消化しております。将来的に、本当

に人口増加が継続されて、活力あるまちづくりになるかといえば、私はいささか疑問がございま

す。ばらまきは将来の税金を使っているわけでもございますので、当町も近い、現状も近い将来

２０２５年には団塊の世代が肥大化して、したがって社会保障費が増大するということは火を見

るよりも明らかでございます。 

 子どもの出生率が上がったとしても、本当にこの子どもたちがこの地で育って、成長してここ

で生計を立てられるのかどうなのかという、土壌の構築はしていないといいましょうか、今から

すればいいことでもありますけれども、とりあえずはそういうことが厳しい状況になるというこ

との中で、そういった事業展開が急務ではないかというふうに思います。 

 地域に、経済が還流する、安心安全、未来性の仕組みを構築しなければならない中で、町長は

過去の事業予算、もちろん町長になられてから半年でございますけれども、副町長でもおられた

し、職員でもおられたわけですから、費用対効果に対して検証に基づいて、今後の事業の具現化

という、具体化といいましょうか。いろんなことを踏まえて、変更も視野に入れて、次の３つの

質問にも今回特化して伺いたいと思います。 

 １点目には、少量多品目を生かした商品開発、その中で一手間も二手間も加えてということを、

町長はしょっちゅう申しておりますけれども、そうしたものを開発をして地域商社を立ち上げる

ということでございますが、その辺のあたりが今すぐということにはないのかと思いますけれど

も、いずれ商品開発とそういう組織化のものが同時並行でいくんであろうとはいうふうには思っ

ておりますけれども、その辺の具体策というのを、具体案をお示しをください。 

 それと、２点は何度もほかの方も言われていますけれども、今現在彫刻の道の整備について、

住民の感触や今後もそのことが継続されるんだろうかということの中で、考えようもあるかもし

れませんけども、やはりあれだけの費用をかけたのにどうなのかなというような、町民の皆様に

はおおむね、大方の方がいかがしたものかなということの中で、今後に変更等は考えておられる
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か、現状でですね。その辺を聞きたいということです。 

 ３点目は、老朽化した、町の維持しなくてはいけない構築物、建築物というものは多々あるわ

けなんですけれども、特に今現在使用していないとかいろいろあるわけですけれども、施設の管

理費、そういうものは経年劣化した上に、大変なものをまた再開・運用するとすれば多額な費用

がかかる。温泉施設なんかは特に水回りというのは、家でも一緒ですが、お金がたくさんかかり

ます。そうしたことが今後の基本的な考えについてを、この３点を特化して。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、河村由美子議員の事業予算についてということで、３つに特

化してということでございますので、それぞれお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、少量多品目を生かした商品開発、地域商社の具体策ということでございます。少量多品

目を生かした商品開発でございますが、現在も町内の農産物を利用した加工品が販売をされてお

ります。その中には、加工室の利用者がブランド化推進員と相談して開発したものもあれば、こ

ちらから商品提案をさせていただき、事業者の方が販売された商品もあるわけでございます。た

だ、人員不足等で１回の販売で終了したり、販売まで至らなかった商品も多数あるのも事実でご

ざいます。商品開発に関してはこのような商品提案や相談など、地道なことを続けていくことが

重要だと考えております。 

 地域商社についてでございます。現在、担当課で事業化に向けての課題整理をしている段階で

ございまして、具体的な計画づくりに向けて、現在着手したところでございます。その点は、ま

ず御理解をいただきたいと思います。今後は、地域商社の設立に向けた検討体制、これを整備し

てまいりたいと思います。幾らか概略のとこといいますか、大まかなとこのお話で申し上げます

と、そのためにはまずは役場の中にプロジェクトチームをぜひ立ち上げたいというふうに考えて

おります。 

 そして、いずれはこのプロジェクトチームを設立の準備室に移行することを、今想定をしてお

ります。一方では、当然新しいものを始めるわけでございます。それから一律に地域商社といっ

ても、例えばよその自治体ができたから、吉賀町でもできるというものでもございません。やは

りその土地、自治体にあったやり方があるわけでございますので、その内容も当然違いますし、

ひょっとしたら地域商社でなくて、それに類似した違う形も想定をされますので、そこらあたり

はやはり行政ノウハウを持っておりませんので、有識者の方、それから関係機関、団体等で組織

をする検討委員会も設置をさせていただきたいというふうに思っております。そして、地域商社

機能の範囲を、範疇をどこにするのか、守備範囲を。 

 それから人材と財源をどういうふうに確保するのか、また現在吉賀町が出資をしております第

三セクターとの調整をどうするのか、当然、今ある産品は三セクのほうで販売とか市場開発に向
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けてやっていただいているわけでございますので、こことの競合が当然想定をされます。そこら

辺の調整を全体的にどのようにしていくのか、このような内容について協議していく必要がある

と考えております。今担当課では、大枠のスキームについて検討しているところでございますの

で、準備が整えばできれば私はことしの秋ぐらいには、全体の大枠のスキームを議会のほうにお

話ができるように、ぜひ担当課のほうには頑張っていただくように今指示をしているところでご

ざいます。 

 現実問題今、いろいろな方にお知恵をいただきながら、やりとりをしながらやっているという

のは事実でございます。まだまだ公表できるに至っておりませんので、そこら辺は御理解を賜り

たいと思います。 

 次、２点目は彫刻の道の整備についてでございます。 

 澄川喜一記念公園、彫刻の道につきましては、平成２７年度から整備を開始をしております。

御存じのとおり昨年度、澄川先生新たな彫刻が完成したことでもございます。このエリアでの整

備についてはおおむね今年度をもってほぼ完了するのではないかというふうに予定しているとこ

ろでございます。 

 今後は、これまでも申し上げておりますが、国道沿いの交流施設などに新たな彫刻を設置する

ほか、宇部ビエンナーレや彫刻の作者とのつながりによる交流事業、こうしたことが中心になっ

てくるのではないかと思っております。ですから、歩みをとめるということではなくて、今まで

の方針を幾らか当然微調整をしたり、そうしたことは必要になってこようかと思っております。 

 町民の感触のことでございます。町内外への情報発信がまだまだ不十分と感じているところで

ございます。費用対効果の検証につきましては、そもそも芸術作品の購入が大きなウエートを経

費の上で占めております。また、情操教育という観点から検証自体が困難な面もあると思われま

す。この事業の財源には、合併特例債を充当して、なるべく町の持ち出し、負担を少なくするよ

うに努力をしているところでございます。そうは言いましても、先ほども申し上げました交流事

業、例えば公民館活動、または作者を招いての彫刻教室などを開催しながら、澄川先生の名前を

後世に語り継ぐためにも有効活用していく必要があると考えております。 

 きのうはちょうどやくろのほうへ用事がありましたので行きますと、朝倉の公民館のサロンの

方が水源公園、水源会館、さらに澄川先生の彫刻の道のほうに、女性の方を中心に数名御来場い

ただいておりました。そうした小さい単位でも町内の方、それから町外の方、本当に足を運んで

いただけるような、そんな身近に感じていただけるような施設にしていく必要があろうかと思っ

ています。 

 それから、３点目の老朽化し未使用となっている施設管理についてでございます。 

 老朽化し未使用の施設管理、特に経年劣化が激しい、著しい温泉施設の改修・整備等の試算と、
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今後の基本的な考えはということの質問でございます。先ほど３番議員の御質問にもお答えをし

たところでございますが、町では平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定いたしまして、

基本原則の一つとして、これから４０年間で公共施設総量の床面積４０％削減を目指すというこ

とにしていることでございます。このことは、これまで御説明をさせていただいたところでござ

います。特に、未利用のものについては当然ですが、現在全ての公共施設について削減の対象と

なりますので、今後検討していくことになろうかと思います。 

 御指摘のとりわけ温泉施設、六日市のゆ・ら・らと、それから柿木の老人福祉センター「はと

の湯」につきましては、施設管理の更新時期が迫っているほか、はとの湯荘につきましては、建

築から４０年近くが経過しており、建物自体の老朽化が進んでおるのは御案内のとおりでござい

ます。また、現在柿木地域の公共施設のあり方につきましても、内部検討を行っておるところで

ありまして、総合的な判断が必要と思われます。 

 今申し上げました両施設とも今後の維持管理費が増大することは、これは紛れもない事実、当

然のこととして予想されますが、現段階において事業縮小を行うというとは、現時点においては

考えておりません。ただ、いろいろな面で後年度の負担ということはございますので、来年度に

は２つの温泉施設につきまして、専門家による機器の施設設備でございますが、機器の更新経費、

それから運営経費などの試算を行いたいというふうに考えています。 

 ですから、指定管理の更新の、来年度以降の今手順を踏んでおります。近々公募があって、審

査があって、今年度中には次の指定管理が決まる。決まっていただけない限りは困るわけござい

ますが、その新しい指定管理の方と契約をするその期間と同時、並行してということになります

が、今申し上げましたような後年度負担のところを、試算を、ぜひ調査をさせていただきたいと

いうように今考えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ９番、河村由美子議員。 

○議員（９番 河村由美子君）  今の少量多品目を開発するということと、地域商社につきまして

はですね。なかなかないものをつくるわけですから、プロジェクトチームを設置して準備室をつ

くったり、何と言いましてもある一定の財源と人材の問題だと思うんですよ。そうしてしないと、

物はある程度つくる材料はあって、ある程度ノウハウはあれば、ややもすればいい商品開発とか

ができるかもしれませんけども、やはりものづくりをというのは、やはり仕掛けをしなくちゃい

けませんしということになると、やはりものの製作をする場合に、事業家でもまずは事業計画を

立てて、いろんな実施、検証をしながら、最終的に決裁をするというようなやり方をするわけで

すけれども、役場も一緒であると思うんですよ。 

 企画・立案というよりも、いわゆるアイデアを出してもらったりとか、そういうふうなものを

やる。そして、実施する。戦闘マンっちゃおかしいんですが、実行部隊ですね、そういうふうな
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のと、計数を出していくという中で、やっぱり検証チーム、キーマンですね、そういったものも

マネジメントする人間がいるということの中で、またここで引っかけて文句言われるかもしれま

せんが、さっきの話なんですけども、いわゆる町民がそういう危険に遭いますよって、マダニっ

ていうのは知っています。猟友会のほうでも講習会があったそうでございますけれども、例えば

このマダニというのはちっちゃくても重症熱傷血小板症候群というウイルスを持っているダニで

あれば死に至ると。現に山口、昨年は九州でも亡くなっています。 

 そういう実態がある中で、幾ら町長トップが、私はまちづくりは、第２次まちづくりについて

安心安全、住んでよかったまちづくりをするんだよって言っても、下につくっていいますか、い

ろんな部署の方がやっぱり一緒になって踊ってやらないとできないということなんですよ。こと

しなんか、特に３月の当初予算の記載積算ミスから始まって、マダニもそうです。夢・花マラソ

ンもそうです。先般の入札でも、何か１割以上の積算ミスがあって見送ったというような話も聞

きましたよ。 

 そういった中で、本当に６,０００人の、みんなの血税を預かるわけですから、使うわけです

から、いずれにしてもそういう危機管理といいますか、トップをはじめとしてやはり、普通でい

うタガが緩み過ぎ外れ落ちとるというような、私は感じを受けます。いい方が申しわけないんで

すけれども、町民の皆様もそういう感じを受けています。町長が済みませんでした。今テレビで

盛んにこうですが。 

 それの問題じゃないんですよ。謝るというのは気持ちがあって、本当に皆さんの税金を使うん

だということになれば、新しいものの開発をする、そういうところへやはりきちっとした能力が

ある職員もいらっしゃいますよ。そういうところを、ピシっと当ててやっていかないと、せっか

くのまちおこしで地域商社がつくるのどうの言っても、本当に難しい。そういった中、具体的に

は人的に難しいということがあれば、ものによりけりなんですけども、やはり住民のサービス向

上とか効率とかは、期待されている現代なんですよ。石の上にも三年という時代じゃないんです。

そういう執務時間外であっても、自動放送でできるＡＩですね、そういうなのを使うとか、いろ

んなツールを、今ごろ物すごく安く使えるという時代でございますので、そういうふうなものを

利用してでも、職員の執務時間が足りない、あるいはどうなんだということになれば、ある意味

そういうものを利用するのも一つのまちづくりではないかと。 

 町長が今度、これは横浜市が４月からやっていますので、また町長なり職員のほうでもちょっ

と研究してみてほしいと思いますし、また町長がその執務を、業務改善についてのお考えがある

と思いますので、まずそれを２点目に聞きます。 

 それと、先ほどの彫刻の道の整備のことですが、今年度で一通りあそこの細いところは終わっ

たと。今後は、国道沿線上にというようなことで、情操教育を発信したりとか、そういうのでい
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ろんな身近にそういうことを、教養を高めてもらう施設を充足させてやろうということは、大変

いいことかもしれませんけど、今町内の現状を見ますと、ある一部の生産者なんかは非常に業績

がよくて、まあまあいい方向に行っているんだというふうに思いますが、ほかの業界はどうかと

いったら非常に厳しい決算もしたんじゃないかと、うちがそうだから言うんじゃありませんけど

も、そういう状態の中でやはり物が逆さまじゃないかと思うんですよ。 

 みんなの心と経済が豊かになってはじめて、どっちが先かというのは見解の相違がありますけ

れども、やはりその中で本当に情操教育であったりとか、文化的なことがこうだなというのが感

じられるというのは、やはり自分の身近な生活が安定、ややも安定してからその上にくっついて

くるといやおかしいんですが、ものじゃないかなというふうなことを感じます。それだけ、地域

の経済が疲弊してきておるということです。子どもが５０人生まれて本当にいい町だとは思いま

すけども、やはり片一方ではそういう現象が、反転現象ということが起きていることも事実とい

うことを、町長はじめ職員の方も実感してほしいと思います。 

 それと、老朽化したのは４０％を今度全体のもので見直していくということの中で、来年指定

管理の期限もある、六日市の大きいところでいうとゆ・ら・らの話ですが、３月ごろには切れる

んだと、更新時期に来ておると思いますけども、いずれにしましても、かなりの運営経費のほう

も入館者が減っていく、そしていろんな地域にもっともっといい施設ができたりしながら、ちょ

っと市場が、先ほどの話じゃありませんが、神楽も一緒ですが、飽和状態になってくる。そして、

施設は老朽化する。ちょっとあそこへ行ってみようかなという気分が薄れるということの中で、

若干入館者が少なくなってきたんじゃないかなというふうなことも思いますし、そうした中身が

大変なわけですから、お客さんを引っ張ってくるのもちょっと、（  ）もやめようかなという

ような、経営者努力といいますか、方針転換したんじゃないかと思います。 

 そういったことで、いずれにしても来年度は私から見たら、本当いろんなそういうとにかく水

回りがついてくる施設な、指定管理に出しても、もっともっと出すのか、あるいは今のところ町

長は先ほどの話ではやめるとか、どうこうということはおっしゃっておられませんでしたけど、

私は即やめとは言いませんが、方向転換するには思い切ったかじを切るといった勇気も、町長は

６,０００人の血税を預かるトップなんですよ。それが、経営者にならなくて湯水のごとくある

わけじゃないでしょう。ことしも５億円、６億円も出して、１０年もすれば基金も枯渇して経済

が大変だというときに、そういう勇気を持って民間に売る、そういうふうな考え方も視野に入れ

て、いろんな試算をしてほしいということを申し添えてちょっと、答弁をよろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  答弁漏れがありましたら、また御指摘をいただきたいと思います。 

 まず、１点目の地域商社の関係でございます。大体大枠のスケジュールはざっくり申し上げた
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とおりでございます。何と言いましても、新しく始める今までなかったものを起こしていこうと

いうことでございます。一番大事なのは、地域商社ではやはり人と財源だと思います。特に、人

で言いますと、先ほど申し上げましたがなかなかこれまで行政がそういったたぐいの仕事をして

いない、ノウハウがないということになります。当然、そのスキルはこれからつけていかなけれ

ばならないわけでございますが、なかなか我々がつけるスキルでは追いつかない部分があるわけ

でございますので、特に商品開発とか、営業とか、マネジメントも含めてでございますけど、こ

こはやはり必要であれば外部の人にそのお力を貸していただく、これが必要かなというふうに思

っております。 

 それから、財源の問題でいいますと、どういった運営になるのか、まだ現在のところは想像も

できませんけど、やはり検討委員会とか、もちろんその上の部分には、これは間違いなく金融機

関の方にやはり入っていただくと、そうして資金繰りも含めてやはり御協力をいただかざるを得

ないというふうに思いますので、そこら辺も見据えてしっかり対応していきたいなと思います。

横浜市のお話もございましたけど、先行事例はしっかり参考にさせていただきたいと思います。 

 それから、２つ目の彫刻の道のことでございます。順番が逆だというようなお話もございまし

た。やはり気持ちの上で余裕があったり、経済的な部分で余裕がないと、次の段階、例えばお話

のあった情操教育、そこはやっぱり気が回らないといいますか、向かないというのは当然でござ

いますので、そこら辺はしっかり情操教育とか、そういったところに気分が向くように、そのた

めにもまずはベースラインの経済をしっかりさせていくということが必要だろうというふうに思

っています。 

 それから、３点目の施設管理のことでございます。ゆ・ら・らもああして開館オープン当初は

１５万人ぐらいの入館者がございましたが、現在は約その３分の２、１０万人程度ということで

非常に落ちています。人口全体が落ちていますので総体的にということは、それはいたし方ない

部分があるわけでございますが、いずれにしても人口が減れば人口減少対策もそうですが、ある

意味人の取り合いですので、どうすればこちらの吉賀町、特にゆ・ら・らとか温泉施設に来てい

ただけるかというのは当然考えていかなければならないというふうに思っております。来年度の

試算をしたいということで、経費の試算をさせていただきたいというふうに思っております。 

 そうは言いながらも、大きく大きくかじを切っていかなければならない時期に来ております。

総合管理計画の４０年で４０％削減という話もさせていただきましたが、ある時期に来ていきな

りということには当然なりませんので、それを早い段階から少しずつやっぱり手をつけていくと

いうことが必要でございます。そのためにも、やはりこの段階で、先ほど３番議員の質問にござ

います水源会館がまさにそうなんですけど、そういったところで早い段階から着手をさせていた

だきたいと思っております。施設の払い下げというお話もございました。後段のところでまた、
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別の議員さんからもそんなたぐいの質問もあるようでございますけど、やはり現在、自治法中で

許される管理は直営か指定管理、この方法しかございません。いずれかを選択をすると。 

 仮に今、お話のありましたような払い下げというようなことがあれば、当然払い下げをするた

めには、それを受けていただく方が必要ということでございますので、そこら辺は行政活動をし

ながら、アンテナを高くして、そしてそういった情報がもしあるんであれば、それはしっかりや

っぱり検討していく価値があるものではないかというふうに思っております。 

 途中でマダニの話がございました。大変御迷惑をおかけした部分もあろうかと思います。事細

かに私ども経過を承知しておりませんけど、その点につきましてはこれからそういったことがな

いように気をつけてまいりたいと思います。 

 それから、職員全体でというお話もございました。私はこの職になるまでに町を一つにする、

一体感の醸成ということでお話をしておりますので、それは当然私を含めて町民全体の話でござ

いますが、役場の中がまず一つになりませんとその施策はできないわけでございますので、私が

やっぱりトップダウンでお願いを職員にするところが、やっぱり職員全体に声が届くように、気

持ちが届くように、それはやっぱり組織的なところでしっかり情報発信なり周知をしてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  ９番、河村由美子議員。 

○議員（９番 河村由美子君）  行政財産についてなんですけども、なかなか売り渡すということ

は財産上今二者一択だと、直営か、私らは古い、指定管理なんて古いやり方じゃないかなという

気もするんですが、何か方策があったりすればまたその辺をぜひ検討して、町も、買われた人も、

預かる人も両方がいいように方向転換をしていくべきだというふうに思います。 

 余談かもしれませんけれども、この５月に退職、勇退された、隠岐の海士町の山内町長が自分、

島まるごとブランドなんて人口増加にものすごく大胆な行政改革をして、自分の給料を５０％も

カットしながら、全国的に知名度を上げて、一生懸命頑張ってカリスマ町長だと言われて、

１６年間浮いた費用が二億何がしあったんだと思うんですが、そのことで産業振興を起こして、

あそこの岩ガキを加工する、あるいは冷凍するというようなものをつくって、結構産業振興して、

結構２００４年ぐらいには４００世帯で６００人ぐらいふえておったというのが、近年はそうい

う一生懸命自分が身を削って努力しても、ずんずん出ていってしまって、最終的には近年では何

十人になってしまったというようなことが出ておりましたけども、やはりそういったもので、な

ぜかといったらそこでなりわいというのができないからではないかと思いますし、先ほどのけさ

の質問でもありましたが、この町は空気と山と川がきれいだから来てみたけど、最近は何かメガ

ソーラーじゃないけどもいっぱいパネルが、モジュールが並んでしまってちょっとがっくりした

というようなことがありましたよね。 



- 122 - 

 やはり、田舎は山とか、川とか、人間性とかがいいということでも来ていただける面もありま

すけども、やはりそこで生活できる基盤がないと、まず私は無理だというふうに思います。私が

とやかく言うこともなく、行政政策とか予算は少ない予算で最大の効果を生み出す。そして、住

民がどれだけ豊かさを感じるかというのが最大の焦点であるというふうに思います。まずは、や

はり今までの事業の検証であったりとか、あくまで先ほども言いましたように６,０００人が安

定した生活ができて、できれば事業が継承できる、承継できるというそういうことをやはり、い

ろんな団体等、またいろんな商工業の人も、工業の人が少ないとはいいながら、一生懸命に頑張

っておられるわけですから、その辺とでも町長は公民館を核にしたまちづくりというふうなこと

も言っておられますから、それは事業所も同じことなんですよ。 

 そういうことの中で、やはり膝を突き合わせて、距離を置くんでなくて、距離を縮めて、万人

が納得はしないにしても、いろんなことでこの町を盛り立てていくんだというふうなことにしな

いと、先代が一生懸命、けちけちじゃありませんが、事業をしないで、お金を本当一生懸命

３０億円ぐらい積んだって、あの人は、先代は自慢でございましたが、それは事業をせんからで

しょうっていうようなお話もしましたけども、それだけ住民が不便をしたんかもしれませんよと

いうことも言いましたけれども、やはりそういったようなことを節約したお金でも取り崩しなが

ら埋めてやらなきゃいけないということの中で、今政府の諮問会議のほうが示している、骨太の

２０１５年の地方歳出の無駄をなくすインセンティブ改革というのが、シフトするような格好の

時代になってきましたので、今回発議が出ておりますけども、やはり町民が、町民というのは

個々に顔が違うように見解も違うことは事実でありますけども、やはりあまり支持しない政策、

それをするということじゃないんですけども、事業等はやはりみんなの、私はこのたび税金がい

っぱい来てから特に思うんですが、もう本当皆さんの血税を使うんですから、指定管理とか旧態

依然の仕組みに捉われず、その中でもやっぱりどうしたらいいかというのは、やはり行政側の努

力だと思うんですよ。 

 民間も努力したいんですけどもそういうノウハウと時間的な、経済的余裕がないから我々もな

かなかできないという厳しさもありますので、そういったことで、よその島の事例を見ましても

一生懸命やったがこういう結果もあるということでございますので、そういって身を削ることも

大事かもしれませんが、それよりはみんなで手を組んで、この町がどうして豊かになれるのか、

どうしたら文化の継承ができるのか、事業の承継ができるのか、Ｉターン、Ｕターンがふえるの

かということへ専念していくべきだというふうに思うんですよ。 

 そのためには、やはりけさの答弁を見ていましても、町長は閣僚答弁みたいなものをジャージ

ャー読むばかりでなくて、自分はこうしたいという、自分のやはりビジョンというのがあると思

うんですよ。わしね、町長になったら、すぐはできんにしても１年先の計画はこうだ、２年先の
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計画はこうだということは、自分の考えを自分の気持ちを町民に伝えて、我々にも答弁してほし

いということを、強く強く私は言いたいんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  答弁が後先になるかわかりませんけど、一番最後の私のビジョンのとこ

ろでございます。いろいろ所信表明とか施政方針で申し上げておりまして、職員にそのことを伝

えて、管理職のほうから担当のほうへ伝えていただいて、まだまだ公表できない部分も含めて事

は動いておりますので、またそれは時期が来ればお話ができるときが来ようかと思います。 

 それから、海士町の、私も尊敬するお一人でございますが、山内町長、御勇退をされました。

ああして、岩ガキ、キャッスルとか、そういったイカもそうなんですけど、そういったものを創

出され、そしてなりわいを創出されたということでございます。やはりそこは、魅力あるまちづ

くりをしたり、そのことによってＵＩターンがふえたと、人口がふえてきたということだと思い

ます。そして、やっぱり必要なのは吉賀町もそうでございますが、経済対策をしっかり打ってい

くと、生活の基盤を確立していくというのが、やっぱり大事でございますので、そこは先人に負

けないように頑張っていきたいなというふうに思っています。 

 幸い吉賀町は県内の１１の町村の中で申し上げますと、いわゆる住民１人当たりの総生産が常

に２番か３番なんですよ。一番は一つがあるわけですけど、常に２位か３位ということで、非常

に所得といいますか、生産額、これは全産業を通じてなんですけど、２位か３位ということで、

高位置につけているわけでございますので、それをやっぱりしっかり生かしていくということが

必要ではないかというふうに思います。 

 骨太の方針については、今毎日刻々と情報がメディアで伝えられております。いずれ確たるも

のが出てきますので、そこへ早い段階で目をつけて、反映できるものがあればまた来年度に向け

て準備をさせていただきたいなと思います。 

 それから、Ｕターンとかいろいろなお話がございました。先日、山陰中央新報のほうで島根県

が２０１０年から始めた「半農半Ｘ」の取り組みが出ていました。ごらんになった方もいらっし

ゃるかと思います。この８年間で、島根県全体で半農半Ｘで活用された方が全部で５９人いらっ

しゃると。その中で、いわゆる定住をされて方が５５人だということでございました。私がびっ

くりしましたのは、びっくりしては本当はいけないんですが、その５５人のうちの約３割、

２９％の１６人は実は吉賀町なんですよ。じゃあ、吉賀町の分母はどのくらいかといいますと、

これは担当産業課長のほうで調べてもらったところ、定住が１６人なんですが、定着率が。今現

在で申し上げますと１８人だそうです。分母は同じ１８なんですよ。 

 ということは、半農半Ｘで１８人活用していただいて、その全ての方が１００％吉賀町に定住

をしていただいておると、これなんですよ。県内でも一番定着率が高い、町村では当然一番でご



- 124 - 

ざいます。そういった状況でございます。新聞の中での分析でございますけど、やはり定着率が

高い自治体はやはり魅力、定住をするだけの独自の支援策を持っているんだということが書いて

ありました。振り返って、それじゃあ吉賀町はどういったことがあるかなと。いろいろ並べれば

たくさんあると思いますけど、私はそのうちの一つはやはり少子化対策だろうと思います。 

 １８、新聞に載ったときは１６でございましたが、そのときのデータを吉賀町の傾向を、トレ

ンドを言いますと、大体３０代から４０代、そのうちの半分は夫婦世帯、子育て世代でございま

す。将来にわたってこの町で住み続けるだけのやはりめどが立った、そういった御判断からだと

思いますよ。そういうめどがついたので定着率が１００％で１６人、現在でいうと１８人、

１００％の方が定着をしていただいているんだろうと私は理解をしています。ですから、吉賀町

もこうして人口減少のさなかなんですけど、幾らか子どもさんが生まれ、そして今のような定着

もしていただけるという明るいニュースがあって、当初人口ビジョンとか、総合戦略をつくると

きと比べると、幾らか人口減少率が緩やかになっているのは事実でございます。この傾向を少し

でも続けられるようにいろいろ今御教示いただきましたので、参考にさせていただいて、これか

らもしっかり頑張っていきたいと思っています。 

○議長（安永 友行君）  ９番、河村由美子議員。 

○議員（９番 河村由美子君）  人口減少の歯どめをかけて一生懸命頑張っていくということです

が、全国的に言いましても島根県が出生率３位なんですよ。吉賀町も島根県内でも優位なほうで

あろうというふうに思います。当然、少子化対策は大切でございますので、ばらまきという言い

方が悪いんですが、ばらまきというよりは私は所得制限を設けてほしいということを、子どもの

貧困を起こしてはいけませんので、所得制限なりは検討課題であろうというふうに思いますので、

これをまず一つ町長にお願いしておきます。所得の制限をして子育ての手当を出すということを、

まず検討してほしいです。 

 それと、やはり地域商社をつくるにあたっても、同時進行であろうというふうに思いますが、

今は町内で米、お茶、サフラン、ラッキョウですよね。ラッキョウは１キロで１,０００円ぐら

いですよ。それで、サフランというのはもう私もどのくらいのものができるのかちょっとわから

んですが、料理にサフラン、カレーライスの御飯の中へ黄色い色がついたりして、使いますよね。

そんなんで、これアフガニスタンが原産国で、もう３０００年ぐらい前から香辛料であったり、

香料であったりとか、薬品というか、医療薬品ですね。そういうふうに使われて、乾燥したのが

５グラムで２,７００円でというような、市場に出回っているというような、高価なものであろ

うというふうに思います。 

 だから、ラッキョウをつくっても、ラッキョウの洗い機を買ったということでありますが、か

なり重労働ですので、サフランもそうかもしれませんが、いわゆる付加価値の高い、誰もが願う
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ことですが、お金に、たくさんお金になるというようなものの作付のことを、品目を選ばれたほ

うがいいというふうに思いますので、その２点と。 

 先ほど町長が言いました、やはり町政発展というは自立挑戦であると思うんですよ。そこで、

一番肝心なのはやはり人づくり、まずは役場内の人材育成、業務スタイルを半農半Ｘって言われ

ましたが、半官半Ｘなんですよ。それを取り入れて、まちづくりと地域振興に資する業務改革を

することが私は町長の急務ではないかと、副町長も含めてですよ。というふうに思います。そん

なことを、いろんな経済情勢も刻々と町も、国も変わっていきますので、やはり私が言った今の

３点について実行をお考えかどうかを、最後の答弁をお願いします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  所得制限のお話は以前から、議員さんのほうからお話がありました。そ

れから、これはほかの議員さんからもありますし、町内の住民の方からもいろいろお話を聞いて

いるところでございます。とは言いましても、私はこの職になるあたっては、これまでの少子化

対策をまずは継続をさせていただきたいということで表明しておりますので、許されております

今４年間、４年はもうないですけど、そこはしっかりそれを踏襲させていただきたい。ただ、必

要なのは財源の話になりますので、そこについては今お話のあるようなことは当然参考にさせて

いただくと、そういった御意見があるということはしっかり受けとめさせていただきたいと思い

ます。 

 特産品のお話がございました。具体策ということで、ラッキョウとサフランの話、ラッキョウ

はああして今、このくらいのパッケージのものを２,７００円から３,０００円ぐらいしています

けど、非常に引き合いが多いんですね。実は、ことしの９月２日に東京の椿山荘で、島根県主催

の東京県人会が行われる。どこからその情報が伝わったかわかりませんが、ぜひ吉賀町の産品で

そのラッキョウを全参加者に配っていただきたい。それは、吉賀町だけでなくて、特に今回の東

京県人会の主催、確たる団体は益田市と津和野町と吉賀町の、この高津川流域の３自治体でござ

いますので、それぞれの産品を持ち寄って参加をしていただける方、椿山荘へ大体５００から

６００人集まります。その全ての方にぜひお配りをしたいと、こんな引き合いもいただいており

ます。そのお話の中でラッキョウのお話が出てきました。非常に関西のほうを中心に好評だとい

うことが恐らく県の担当を通じて伝わったのではないかということで、そのお話を早速今農業公

社であるとか、産業課のほうへお伝えをさせていただいて、その希望にかなうように今お願いを

しているところでございます。 

 サフランのお話もございました。今、産業課の職員が自前で生産なりをしておりまして、頑張

っております。本当に少ないんですけど、希少価値がある。付加価値をつければ幾らでも高値で

売れる。要はインセンティブをどうつけるかという話ですから、それはしっかり今から生産者を
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どうするかということ、それから付加価値をどうしてつけるかということは、地域商社の中でも

当然議論ができるわけですので検討していきたいと思います。 

 最後は人づくりのお話でございました。御紹介のあった半官半Ｘは、山内町長の後に就任をさ

れた新しい海士町の大江町長さんが就任のときに発言をされた。私もその活字も見ておりまして、

実は私と同じ５８歳でございまして、仕事の関係でも交流がある方でございます。海士町に負け

ないようにしっかり頑張っていきたいと思います。 

 人づくり、これはやはりこれまでの一般質問でもお答えさせていただきましたが、まずはやっ

ぱり職場内の研修とか、外部研修が必要であれば、そういったことをやっぱりやっていく。それ

から外部の方とも、行政とは全く違うところ、そういったセクションの人ともおつき合いをすれ

ば、当然人づくりもできてくるわけでございますので、これからもしっかり連携をして職員の人

づくりを行っていきたいというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、河村由美子議員。 

○議員（９番 河村由美子君）  時間が何時までだったのかわからなくなりましたので、これで終

わりたいと思いますが、ということで言い足りなかったことは次回にまた持ち越してやりますの

で、よろしく。大体終わりじゃろう。ということで、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（安永 友行君）  以上で、６番目の通告者、９番、河村由美子議員の質問は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で本日の日程は全て終了しましたので、本日はこれで散会とします。 

午後３時45分散会 

────────────────────────────── 


